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Ⅰ.ソフト＆ハード事業



施 策 名 農山漁村振興交付金（農泊推進対策） 予算額(百万円) 5,258

申 請 先

各地方農政局※

（事業実施主体が、北海道内の場合は農村振興局、
沖縄県内の場合は、内閣府沖縄総合事務局）

※活性化計画の提出先は農林水産大臣

申請期間

2019年２月1日～
３月15日

※活性化計画の受付は、別途規定

概 要

増大するインバウンド需要等を呼び込み、農山漁村の所得向上を図るため、「農泊」をビジ
ネスとして実施できる体制の構築、地域に眠っている資源の魅力ある観光コンテンツとしての
磨き上げ等の取り組みや古民家等を活用した滞在施設、農林漁業体験施設等の整備を一体的に
支援。

対 象 者

１．農泊推進事業等【ソフト対策】
地域協議会、農業協同組合、NPO法人 等

２．施設整備事業【ハード対策】
（１）活性化計画に基づかない施設整備事業

市町村、地域協議会の中核となる法人 等
（２）活性化計画に基づく施設整備事業

都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体 等

対象事業

１．農泊推進事業等【ソフト対策】
○ 補助対象事業
①農泊ビジネスの現場実施体制の構築を支援
（地域の合意形成を図るワークショップの開催 等）

②伝統料理等の「食」や美しい景観などの地域資源を観光コンテンツとして磨き上げる取
組等を支援
（地域資源を活用した観光商品の開発の企画及び実施 等）

③地域外の人材や専門的スキル等を活用する取組を支援
（料理人、大学や企業からの人材の活用 等）

④インバウンド需要への対応を支援 ※2年間の事業が完了した地域に対して追加支援
（多言語標示板の設置、トイレの洋式化、Wi-Fi環境の構築 等）

２．施設整備事業【ハード対策】
○ 補助対象事業

古民家等を活用した滞在施設や農林漁業・農山漁村体験施設、活性化計画に基づき「農
泊」に取り組む地域への集客力を高めるための農産物販売施設など、「農泊」を推進する
ために必要となる施設の整備を支援
また、インバウンド需要を含む国内外の旅行者を確実に受け入れる収容能力の確保のた

め、市町村所有の廃校等を有効活用する大規模な施設整備を支援

支援内容

１．農泊推進事業等【ソフト対策】
○ 交付率：定額（１年目上限800万円、２年目上限400万円 等）

（インバウンド需要への対応については、200万円を上限に追加支援）
２．施設整備事業【ハード対策】
（１）活性化計画に基づかない施設整備事業
○ 交付率：１／２（上限2,500万円 等）

（２）活性化計画に基づく施設整備事業
○ 交付率：１／２等

備考
※活性化計画とは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第
５条に基づき、都道府県又は市町村が作成する計画をいう。

連絡先

農林水産省農村振興局
都市農村交流課 TEL：０３－３５０２－５９４６（１、２（１））
地域整備課 TEL：０３－３５０１－０８１４（２（２））
URL: http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html

1



「農
泊
」
の
推
進

【平
成
3
1
年
度
予
算
概
算
決
定
額
5
,2
5
8
（
5
,6
5
5
）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

「農
泊
」を
持
続
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
実
施
で
き
る
地
域
を
創
出
し
、
都
市
と
農
山
漁
村
と
の
交
流
や
増
大
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の
呼
び
込
み
を
促
進
す
る
こ
と
で
農
山
漁
村
の

所
得
向
上
と
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
対
策
を
一
体
的
に
支
援
す
る
と
と
も
に
、
効
果
的
な
国
内
外
へ
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
等
を
実
施
し
ま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

「農
泊
」を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
実
施
で
き
る
体
制
を
持
っ
た
地
域
の
創
出
（
5
0
0
地
域
［
平
成
3
2
年
ま
で
］
）

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
村
振
興
局
都
市
農
村
交
流
課
（
0
3
-3
5
0
2
-5
9
4
6
）

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

国

地
域
協
議
会
等

定
額

＜
事
業
の
流
れ
＞

１
．
農
泊
推
進
事
業

○
都
市
と
農
山
漁
村
と
の
交
流
や
増
大
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の
呼
び
込
み
を
促
進
す
る
た
め
、

農
泊
ビ
ジ
ネ
ス
の
体
制
構
築
や
地
域
資
源
を
活
用
し
た
魅
力
あ
る
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
の
磨
き
上
げ
、

及
び
専
門
人
材
の
確
保
等
を
支
援

○
増
大
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
に
対
応
す
る
た
め
の
、
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
で
快
適
に
滞
在
で
き
る
環

境
の
整
備
等
へ
の
支
援
を
拡
充
（
２
年
間
の
事
業
が
完
了
し
た
地
域
に
対
し
、
１
地
域
2
0
0
万

円
を
上
限
に
追
加
支
援
）

２
．
施
設
整
備
事
業

○
古
民
家
等
を
活
用
し
た
滞
在
施
設
や
農
林
漁
業
・
農
山
漁
村
体
験
施
設
、
活
性
化
計
画
に

基
づ
き
農
泊
に
取
り
組
む
地
域
へ
の
集
客
力
を
高
め
る
た
め
の
農
産
物
販
売
施
設
な
ど
、
農
泊
を

推
進
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
施
設
の
整
備
を
支
援

○
増
大
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
を
含
む
国
内
外
の
旅
行
者
を
確
実
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
収
容
能
力

の
確
保
の
た
め
、
地
域
内
に
存
在
す
る
廃
校
等
の
遊
休
施
設
を
有
効
活
用
す
る
大
規
模
な
施
設

整
備
へ
の
支
援
を
拡
充
（
１
地
域
１
億
円
を
上
限
に
支
援
）

３
．
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
事
業

全
国
で
農
泊
に
取
り
組
む
地
域
が
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
事
業
を
推
進
で
き
る
環
境
を
整
備
す

る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
手
法
等
を
活
用
し
た
国
内
外
へ
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
他
分
野

と
の
連
携
等
の
取
組
を
支
援

【
１
の
事
業
】

○
事
業
実
施
主
体

地
域
協
議
会
、
農
業
協
同
組
合
、
N
P
O
法
人
等

○
事
業
期
間

２
年
間
等

○
交
付
率

定
額

地
域
の
食
材
を

活
用
し
た
メ
ニ
ュ
ー
作
り

地
域
資
源
を
活
用
し
た

体
験
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発

古
民
家
を
活
用
し
た
滞
在
施
設

廃
校
を
改
修
し
た
大
規
模
滞
在
施
設

農
産
物
販
売
施
設

【
２
の
事
業
】

○
事
業
実
施
主
体

市
町
村
、
地
域
協
議
会
の
中
核
と
な
る
法
人
等

○
事
業
期
間

２
年
間

○
交
付
率
1
/2
（
上
限
2
,5
0
0
万
円
等
）

（
活
性
化
計
画
に
基
づ
く
事
業
）

○
事
業
実
施
主
体

都
道
府
県
、
市
町
村
、
農
林
漁
業
者
の
組
織
す
る
団
体
等

○
事
業
期
間

原
則
３
年
間

○
交
付
率
1
/2
等

【
３
の
事
業
】

○
事
業
実
施
主
体

民
間
企
業
、
都
道
府
県

等
○
事
業
期
間

１
年
間

○
交
付
率

定
額

情
報
の
分
析

ユ
ー
ザ
ー
の
関
心

購
買
動
向
等

地
域
紹
介

サ
イ
ト

Ｐ
Ｒ
効
果
の

測
定

分
析
結
果
を

活
用
し
た
Ｐ
Ｒ

地
域

紹
介

サ
イ
ト

デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
手
法
を
活
用
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
へ
の
対
応
例

ト
イ
レ
の
洋
式
化

W
i-
F
i環
境
の
構
築

多
言
語
へ
の
対
応

（
１
の
事
業
）

中
核
法
人
等

1
/2

民
間
企
業
等

定
額

（
３
の
事
業
）

地
方
公
共
団
体

交
付

1
/2
等

農
林
漁
業
者
の

組
織
す
る
団
体
等

（
２
の
事
業
）
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○
平
成
1
8年

に
協
議
会
を
設
立
し
、
教
育
旅
行
を
中
心
と
し
た
民
泊
事
業
を
開
始
。

○
平
成
1
9年

に
協
議
会
を
法
人
化
す
る
と
と
も
に
、
着
地
型
旅
行
企
画
や
古
民
家
を
活
用
し
た
宿

泊
事
業
等
に
着
手
。

○
平
成
1
9年

以
降
、
観
光
客
数
や
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者
等
が
大
幅
に
増
大
。

○
住
民
参
加
の
お
ぢ
か
ア
イ

ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
議
会

を
設
立

○
教
育
旅
行
を
中
心
に
受
入

を
実
施取
組
の
き
っ
か
け

先
進
地
域
の
取
組
（
N
P
O
法
人
お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会

長
崎
県
小
値
賀
島
）

○
年
間
旅
行
取
扱
人
数

7
,8

9
6
名

○
専
任
職
員

１
１
名

（
う
ち

1
０
名
が
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
）

○
お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム

が
運
営
す
る
古
民
家
宿
泊
施
設
の
年

間
売
上

1
,８

0
0
万
円

【
「
儲
か
る
体
制
」
の
確
立
】

○
協
議
会
を
法
人
化
し
、
収
益
性
を
重
視
し
た
事

業
計
画
に
転
換

○
旅
行
業
を
登
録
。
着
地
型
旅
行
企
画
に
本
格

着
手

○
U
Iタ
ー
ン
の
若
者
を
事
務
局
業
務
、
古
民
家

宿
泊
施
設
運
営
シ
ェ
フ
と
し
て
雇
用

【
地
域
の
「
宝
」
の
磨
き
上
げ
】

○
古
民
家
を
再
生
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
・宿
泊
施
設
を

整
備

○
教
育
旅
行
か
ら
大
人
・
個
人
旅
行
へ
と
取
扱

拡
大
を
図
る
た
め
、
「大
人
の
島
旅
」ブ
ラ
ン
ド

を
構
築

○
来
島
者
に
合
わ
せ
た
旅
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
プ
ラ
ン

の
提
供

成
功
要
因
と
し
て
の
着
目
点

○
受
入
民
泊
軒
数

２
６
軒

○
農
泊
に
よ
る
年
間
収
入

3
～

1
2

0
万
円
／
戸

※
２

○
島
へ
の
観
光
を
き
っ
か
け
に
し
た
移
住

希
望
者
や
、
知
名
度
の
上
昇
に
よ
り
、

1
0
年
間
で

3
0

0
名
超
の
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者

が
観
光
・
農
漁
業
・
商
業
等
に
従
事

地
域
へ
の
波
及
効
果

地 域 受 入 組 織

現
在
（
平
成
27
年
）

地 域 受 入 組 織

○
年
間
旅
行
取
扱
人
数

３
９
２
名

○
専
任
職
員

３
名

平
成
1
９
年

※
１
旧
農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
交
付
金
を
活
用
（
H
1
9
-H
2
3
）

※
１
現
在
は
、
農
山
漁
村
振
興
交
付
金
に
て
同
様
の
取
組
を
支
援
可
能

※
２
「
都
市
農
村
交
流
に
係
る
市
場
規
模
等
調
査
」（
H
27
年
農
林
水
産
省
）

に
基
づ
く
収
支
構
造
調
査
か
ら
推
計
す
る
と
、
所
得
率
は
5
割
程
度
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○
平
成
2
4年

に
大
田
原
市
と
地
元
企
業
1
8社

か
ら
の
出
資
に
よ
り
、
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
形

式
の
株
式
会
社
を
設
立
。

○
平
成
2
7年

（
設
立
４
年
目
）
黒
字
を
達
成
。
今
後
は
更
に
個
人
・
外
国
人
等
の
受
入
に
発
展
さ

せ
る
た
め
、
古
民
家
等
の
再
生
を
検
討
中
。

大
田
原
市
で
、
官
民
連
携
に
よ
る

グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
事
業
構

想
を
策
定取
組
の
き
っ
か
け

先
進
地
域
の
取
組
（株
式
会
社
大
田
原
ツ
ー
リ
ズ
ム

栃
木
県
大
田
原
市
）

【
「
儲
か
る
体
制
」
の
確
立
】

○
市
と
地
元
企
業
1
8社
か
ら
の
出
資
を
受
け
、

株
式
会
社
大
田
原
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
設
立

○
旅
行
業
を
登
録

【
地
域
の
「
宝
」
の
磨
き
上
げ
】

○
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
化
（1
2
0
種
超
）

○
遊
休
農
地
等
を
活
用
し
た
体
験
プ
ロ
グ
ラ

ム
や
、
廃
校
舎
を
活
用
し
た
企
業
・個
人
向

け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発

○
年
間
旅
行
取
扱
人
数

1
8

9
名

○
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
人
数

0
名

○
専
任
職
員

３
名

成
功
要
因
と
し
て
の
着
目
点

地
域
の
資
産
を
活
用

廃
校
舎
を
活
用
し
、
大
人
向
け
に
昔
懐
か
し
の
「小

学
校
生
活
体
験
」
と
し
て
観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
。
給
食

で
は
郷
土
料
理
を
提
供
。
都
市
部
で
新
た
な
旅
行
市

場
を
開
拓
。

○
受
入
農
家
数

1
2

0
軒

○
農
泊
に
よ
る
年
間
収
入

5
～

1
0

0
万
円
／
戸

※
２

○
年
間
旅
行
取
扱
人
数

6
,4

5
9
名

○
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
人
数

1
,4

9
8
名

○
専
任
職
員

６
名

（
う
ち

3
名
が
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
）

地 域 受 入 組 織

現
在
（
平
成
27
年
）

地
域
へ
の
波
及
効
果

地 域 受 入 組 織

平
成
２
４
年

※
１
旧
都
市
農
村
共
生
・
対
流
総
合
対
策
交
付
金
を
活
用
（
H
2
7
-H
2
8
）

※
１
現
在
は
、
農
山
漁
村
振
興
交
付
金
に
て
同
様
の
取
組
を
支
援
可
能

※
２
「
都
市
農
村
交
流
に
係
る
市
場
規
模
等
調
査
」（
H
27
年
農
林
水
産
省
）

に
基
づ
く
収
支
構
造
調
査
か
ら
推
計
す
る
と
、
所
得
率
は
5
割
程
度

4



施 策 名 日本遺産活性化推進事業
平成31年度

予算（案）額(百万円)

672
※この他、「国際観光旅客税の税収
を充当する事業（Living History

（生きた歴史体感プログラム））：
31年度35億円」において、観光拠
点としての更なる磨き上げとして地
域全体で魅力につながる一体的な整
備（日本遺産を含む）を支援する。

申 請 先 文化庁文化資源活用課 申請期間
年1回程度

（文化庁から各都道府県教育委員会
を通じて連絡）

概 要
地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」として認定すると
ともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整
備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域の活性化・観光振興を図る。

対 象 者
日本遺産の構成文化財の所在する地方公共団体等によって構成される協議会等
※申請自治体関係部局や、NPO、文化財保存団体、商工会議所、民間事業者等によって構成され、補助対
象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する協議会等

対象事業

日本遺産認定地域が実施する以下の事業。
（１）情報発信、人材育成事業
・ホームページ、映像、パンフレット等の制作
・ボランティア、日本遺産の情報発信・普及啓発に資する人材育成

（2）普及啓発事業
・発表会、展覧会、ワークショップ、シンポジウム等

（3）調査研究事業
・文化財の文献調査・資料収集
（ストーリーとの関連性の確認に必要な追加調査・資料収集。ただし、指定に係わる調査を除く。）

（４）公開活用のための整備に係る事業
・日本遺産の情報発信に必要な資料の展示公開を行うための空き教室や廃校等の改修、休息施設、
便所等便益施設等の設置、設備整備（警報設備、消火設備、防犯設備、防災他委託）

・案内板、説明坂等の設置、その他の環境整備（案内板の設置等に伴う雑木、雑草の除去、張芝） 等

支援内容

〇上記対象事業について予算の範囲内で補助。

〇日本遺産の申請手続は以下の通り。
・単一の市町村内でストーリーが完結し、構成文化財が当該市町村のみに存在する場合は「地域型」とし
て応募可能

※ただし、以下のいずれかにあてはまることが条件
・歴史文化基本構想を策定済みの市町村
・歴史的風致維持向上計画を策定済の市町村
・世界文化遺産一覧表記載案件の構成資産を有している市町村（構成資産を日本遺産のストーリーの構成
文化財群に含むこと）

・世界遺産暫定一覧表記載案件の構成資産を有している市町村（構成資産を日本遺産のストーリーの構成
文化財群に含むこと）

・世界遺産暫定一覧表候補案件の構成資産を有している市町村（構成資産を日本遺産のストーリーの構成
文化財群に含むこと）

・複数の市町村にまたがってストーリーが展開し、構成文化財が各市町村に存する場合は「シリアル
（ネットワーク）型」として応募可能

・市町村教育委員会から都道府県教育委員会を通じて文化庁へ申請書を提出

備考
日本遺産ポータルサイト「支援策」URL
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/about/support.html

連絡先

文化庁文化資源活用課
TEL:03-5253-4111（4760)
FAX:03-6734-3822
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地
域
の
歴
史
的
魅
力
や
特
色
を
通
じ
て
我
が
国
の
文
化
・
伝
統
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
「
日
本
遺
産
（

Ja
p
a
n 

H
e
ri
ta

g
e
）
」
に
認
定
す
る
と
と
も
に
、
ス

ト
ー
リ
ー
を
語
る
上
で
不
可
欠
な
魅
力
あ
る
有
形
・
無
形
の
文
化
財
群
を
地
域
が
主
体
と
な
っ
て
総
合
的
に
整
備
・
活
用
し
、
国
内
外
に
戦
略
的
に
発
信
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
・
観
光
振
興
を
図
る
。

2
0
2
0
年
ま
で
に

1
0
0
件
程
度
の
「
日
本
遺
産
」
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
政
府
方
針
と
な
っ
て
い
る
。

概
要

個
々
の
遺
産
ご
と
に
、
い
わ
ば
「
点
」
と
し
て
指
定

従
来
型
の
文
化
財
行
政

国
宝
・
重
要
文
化
財

史
跡
・
名
勝
・
天
然
記
念
物

無
形
文
化
財

民
俗
文
化
財

寺
社
・

仏
閣

城
郭

遺
跡

伝
統

芸
能

甲
冑

ポ
イ

ン
ト

○
日
本
遺
産
を
「
地
域
型
」
（自
治
体
単
独
型
）と
「シ
リ
ア
ル
型
」

（
複
数
自
治
体
型
）
の
２
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
認
定

○
認
定
地
域
に
対
し
、
日
本
遺
産
に
関
す
る
人
材
育
成
、
普
及
啓
発
等

に
係
る
支
援
策
を
用
意

○
民
間
企
業
等
と
連
携
し
た
日
本
遺
産
ブ
ラ
ン
ド
の
発
信

○
観
光
庁
を
は
じ
め
関
係
省
庁
と
連
携
・
協
力
し
、
省
庁
横
断

的
に
支
援

日
本
遺
産
（
J
a
p
a
n
 H

e
ri

ta
g
e
)

ス
ト
ー
リ
ー

文
化
庁

に
よ
る
認
定

外
部

有
識
者

の
意
見

地
域
に
点
在
す
る
様
々
な
遺
産
を
「
面
」
と
し
て
活
用
・
発
信

寺
社
・

仏
閣

城
郭

遺
跡

伝
統

芸
能

食
文
化 ⇒
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
た
文
化
財
群
を
一
体
的
に

P
R
し
、

地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
認
を
促
進

⇒
地
域
の
魅
力
が
十
分
に
伝
わ
ら
な
い

私
た
ち
の
町
に
は
、

こ
ん
な
ス
ト
ー
リ
ー
が

あ
る
の
よ

①
人
材
育
成
事
業

・観
光
ガ
イ
ド
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
解
説
員
の
育
成

事
業

内
容

②
普
及
啓
発
事
業

・ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
・日
本
遺
産
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
（国
内
外
）の
開
催

日
本
遺
産
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業

③
調
査
研
究

・旅
行
者
（訪
問
予
定
者
）の
嗜
好
性
調
査
等

・地
域
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
専
門
家
の
派
遣
（
日
本
遺
産
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
派
遣
事
業
）
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
支
援

・民
間
企
業
等
を
巻
き
込
ん
だ
日
本
遺
産
全
体
の
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
の
開

催
等
に
よ
る
認
知
度
の
向
上
、
先
進
事
例
の
共
有
、
ポ
ス
ト

2
0
2
0
年

に
向
け
た
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
や
官
民
連
携
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
形
成

地
下
迷
宮
の
秘
密
を
探
る
旅
～
大
谷

石
文
化
が
息
づ
く
ま
ち
宇
都
宮
～

鬼
が
仏
に
な
っ
た
里
「
く
に
さ
き
」

「
国
際
観
光
旅
客
税
の
税
収
を
充
当
す
る
事
業
（
L
iv

in
g 

H
is

to
ry

(生
き
た
歴
史
体
感
プ
ロ
グ
ラ
ム

))
：
3
1

年
度

3
5
億
円
」
に
お
い
て
、
観
光
拠
点
と
し
て
の
更
な
る
磨
き
上
げ
と
し
て
地
域
全
体
で
魅
力
に
つ
な
が

る
一
体
的
な
整
備

(日
本
遺
産
を
含
む

)を
支
援
す
る
。

2
0
1
9
年
度
予
算
額

(案
) 

  
  
6
7
2
百
万
円

(新
規

)
日
本
遺
産
活
性
化
推
進
事
業

6



施 策 名 国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業
平成31年度

予算（案）額(百万円)
11,366

申 請 先 文化庁文化資源活用課 申請期間
年５回程度

（文化庁から各都道府
県教育委員会へ連絡）

概 要
文化財建造物の適切な周期による保存修理を行うとともに、文化財の解説版、情報機器の設置
や展示、便益、管理のための施設・設備の整備等の特色ある活用の取組に対して支援し、観光
資源としての充実及び地域の活性化を図る。

対 象 者 文化財の所有者、管理団体等

対象事業

（１）根本修理
（２）維持修理
（３）特殊修理
（４）保存修理（近現代建造物）
（５）情報発信

修理時期を捉えた修理現場の公開等
（６）公開活用事業

文化財を分かりやすく解説する説明版や情報機器の設置、展示、便益、管理のための施
設・設備の整備等

支援内容

（１）補助事業者が地方公共団体である場合の補助率は、次に定める場合を除き補助対象経費
の５０％とする。

ア 当該年度の前々年度の財政力指数（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４
条及び第２１条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規
定により算定した基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値）が１．00を超
える都府県又は指定都市にあっては、財政力指数の逆数（調整率）を補助金の交付額に乗
じて得た額とする。

イ 当該地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９
４号）に規定する財政再生団体又は過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５
号）に規定する過疎地域をその区域とする市町村である場合の補助率は６５％とする。

（２）補助事業者が営利法人又は登録有形文化財の公開活用事業及び解説整備事業を行う事業
者のうち地方公共団体を除く法人である場合の補助率は補助対象経費の５０％とする。

（３）補助事業者が上記（１）及び（２）以外の者である場合の補助率は、別に定める場合を
除き、補助対象経費の５０％とする。

ア 当該補助事業者の事業規模指数に応じ、別に定める加算率を限度として補助率の加算を
行うことができる。

備考

連絡先
文化庁

文化資源活用課

TEL 03-6734-2835

FAX 03-6734-3820
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修
理
機
会
を
捉
え
た
情
報
発
信

修
理
の
時
期
を
活
用
し
、
修
理
現

場
の
公
開
、
修
理
に
関
す
る
解
説
版

等
の
設
置
に
対
し
て
支
援
す
る
。
修

理
機
会
を
捉
え
た
情
報
発
信
を
行
う

こ
と
で
、
修
理
期
間
と
い
う
貴
重
な

機
会
に
、
新
た
な
体
験
の
場
を
用
意

し
、
観
光
振
興
に
寄
与
す
る
。

文
化
財
修
理
の
抜
本
的
強
化

国
宝
・
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
の
価
値
を
損
な
う
こ
と
な
く
次
世
代

へ
継
承
す
る
た
め
､
保
存
修
理
を
実
施
す
る
。

○
木
造
文
化
財
建
造
物
の
定
期
的
な
保
存
修
理
は
、
健
全
性
を
回
復
す
る

だ
け
で
な
く
、
構
造
補
強
な
ど
抜
本
的
な
強
化
も
行
い
、
大
工
等
様
々

な
分
野
の
技
能
者
の
確
保
と
育
成
、
修
理
技
術
の
伝
承
、
修
理
に
必
要

な
資
材
の
安
定
的
な
確
保
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
明
治
以
降
に
建
造
さ
れ
た
近
現
代
建
造
物
（
土
木
・
建
築
）
は
、
従
来

の
木
造
の
ほ
か
、
煉
瓦
や
鉄
骨
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
及

び
土
木
構
造
物
が
含
ま
れ
る
。
平
成
５
年
度
か
ら
重
要
文
化
財
へ
の
指

定
を
開
始
し
、
指
定
件
数
は
３
３
７
件
に
達
し
、
本
格
的
な
修
理
の
時

期
に
達
し
て
い
る
。

△ 高 文 化 財 と し て の 価 値 低 ▽

1
5
0
年

3
0
0
年

建
築

根
本
修
理

1
5
0
年
周
期

根 本 修 理

根 本 修 理
遅 れ た 根 本 修 理

維 持 修 理

維 持 修 理

維 持 修 理

維 持 修 理

根
本
修
理
の
周
期
差
に
よ
る
文
化
財
的
価
値
の
変
化
比
較
図

修
理
周
期
を
適
切
な
1
5
0
年

周
期
へ
！

※
伊
原
惠
司
氏
（文

建
協
調
査
室
長
）
の
研
究
論
文

(1
9

9
0
.8

)に
よ
る

〈
適
切
な
周
期
〉

根
本
修
理
（
解
体
、
半
解
体
修
理
）

：
平
均

1
5
0
年
周
期

維
持
修
理
（
屋
根
葺
替
・
塗
装
修
理
）
：
平
均

3
0
年
周
期

適
切
な
周
期
に
よ
り
、
文
化
財
を
確
実
に
次
世
代
へ
継
承
す
る
。

国
宝
清
水
寺
本
堂
屋
根
檜
皮
葺
施
工
状
況
（
京
都
府
）

重
要
文
化
財
世
界
平
和
記
念
聖
堂
（
広
島
県
）

文
化
財
の
公
開
活
用

文
化
財
を
分
か
り
や
す
く
解
説
す

る
説
明
板
や
情
報
機
器
の
設
置
、
展

示
、
便
益
、
管
理
の
た
め
の
施
設
・

設
備
の
整
備
等
、
各
々
の
創
意
工
夫

に
基
づ
く
特
色
あ
る
活
用
の
取
組
を

支
援
し
、
観
光
振
興
に
寄
与
す
る
。

重
要
文
化
財
（
建
造
物
）

旧
出
津
救
助
院
（
長
崎
）

案
内
板
の
設
置
に
よ
る
解
説

ス
ロ
ー
プ

国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
保
存
修
理
強
化
対
策
事
業

2
0
1
9
年
度
予
算
額

(案
) 

1
1
,3

6
6
百
万
円

(前
年
度
予
算
額

1
1
,0

0
4
百
万
円

)

8



施 策 名 伝統的建造物群基盤強化
平成31年度

予算（案）額(百万円)
1,768

申 請 先 文化庁文化資源活用課 申請期間
年５回程度

（文化庁から各都道府
県教育委員会へ連絡）

概 要
重要伝統的建造物群保存地区の修理等の事業を一体的に実施することにより災害に強く魅力的
なまちづくりを実現する。

対 象 者 市町村

対象事業

（１）伝統的建造物群の保存・対策、防災対策に係る調査
（２）修理重要伝統的建造物保存地区内の建造物等について、適切な周期（根本修理：１００

年、維持管理：平均２５年）による保存修理、修景、耐震改修を実施し、重要伝統的建
造物群保存地区の価値の維持と向上を図るとともに、積極的な利用を推進。

（３）防災施設等
重要伝統的建造物群保存地区の防災施設設置等。

（４）買上
重要伝統的建造物群保存地区内の建造物、土地の公有化。

（５）公開活用事業
重要伝統的建造物群保存地区内の公開活用に資する設備の整備等。

支援内容

補助金の額は、次に掲げる場合を除き、補助対象経費の５０％とする。
（１）補助事業者が地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）に

規定する財政再生団体である市町村又は過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律
第１５号）に規定する過疎地域をその区域とする市町村である場合にあっては、補助対
象経費の６５％とする。

（２）当分の間、補助事業者が沖縄県内に所在する市町村である場合にあっては、補助対象経
費の８０％とする。

（３）補助事業が災害復旧事業として行われる場合の補助率は、別に定めるものとする。
（４）当該年度の前々年度の財政力指数（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４

条及第２１条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定
により算定した基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値）が１．00を超
える指定都市にあっては、財政力指数の逆数（調整率）を補助金の交付額に乗じて額と
する。

備考

連絡先

文化庁
文化資源活用課

TEL 03-6734-2835
FAX 03-6734-3820
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文
化
の
継
承

伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

伝
建
地
区
を
社
会
基
盤
と
し
て
体
系
的
に
捉
え
、

地
区
全
体
の
魅
力
と
安
全
性
を
向
上

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
を
社
会
基
盤
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
保
存
に
関
す
る
計
画
策
定
か
ら
修
理
・修
景
、
耐
震
対
策
、
防
災
対
策
、
公
開
活
用

整
備
ま
で
を
体
系
的
に
位
置
付
け
、
必
要
と
さ
れ
る
保
護
の
措
置
を
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
化
に
富
み
、
災
害
に
強
く
、
魅
力
的
な
ま
ち

づ
く
り
を
実
現
す
る
。

修
理
・
修
景

調
査

計
画
策
定

耐
震
対
策

公
開
活
用
整
備

買
上

防
災
対
策

地
区
の
安
全

地
域
の
創
生

観
光
の
振
興

伝
統
的
建
造
物
の
修
理
と

耐
震

美
し
い
町
並
み
の
回
復

に
ぎ
わ
い
の
創
出

伝
統
的
建
造
物
群
基
盤
強
化

2
0
1
9
年
度
予
算
額

(案
) 

1
,7

6
8
百
万
円

(前
年
度
予
算
額

1
,7

5
3
百
万
円

)
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施 策 名 地域計画等活用拠点形成事業 予算額(百万円) ２４７

申 請 先
文化庁 地域文化創生本部

広域文化観光・まちづくりグループ
申請期間

（１）2018年10月23日
～2018年12月3日

（２）随時

概 要
文化財を中核とする観光拠点の整備を推進するため、文化財保存活用地域計画等策定地域や、他の

地域のモデルとなる優良な取組に対する重点的な支援を実施する。

対 象 者

（１）地域計画等活用推進
地方公共団体等で構成される協議会

（２）優良モデル創出
市町村等

対象事業

（１）地域計画等活用推進
文化財を中核とする観光拠点整備を効果的に推進するため、文化財保存活用地域計画等に基づき実

施される情報発信、人材育成、普及啓発、公開活用に資する設備整備等を支援

（２）優良モデル創出
特に優良な観光拠点形成の事例を創出するため、他省庁とも連携して、周辺環境を含めた文化財群

の面的・一体的な整備を重点的に支援

支援内容

（１）地域計画等活用推進
補助率：定額

（２）優良モデル創出
補助率：原則50％

備考
平成３１年度から新規で実施する情報発信事業及び公開活用に資する設備整備事業については別事

業にて実施予定

連絡先

文化庁 地域文化創生本部 広域文化観光・まちづくりグループ
TEL：075-330-6739
FAX：075-561-3511
URL：http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/rekishibunka_kankokyoten/index.html
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地
域
計
画
等
活
用
拠
点
形
成
事
業

文
化
財
を
中
核
と
す
る
活
用
拠
点
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
等
策
定
地
域
や
、
他
の
地
域
の

モ
デ
ル
と
な
る
優
良
な
取
組
に
対
す
る
支
援

【
メ
ニ
ュ
ー
１
】地
域
計
画
等
活
用
推
進
枠

文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
等
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
人
材
育
成
、
公
開
活
用
に
資
す
る
設
備
整
備
（古
民
家
の
活
用
に
資
す
る
改
修

を
含
む
）等
を
支
援
。

【
メ
ニ
ュ
ー
２
】優
良
モ
デ
ル
創
出
枠

特
に
優
良
な
活
用
拠
点
形
成
の
事
例
を
創
出
す
る
た
め
、
他
省
庁
と
も
連
携
し
て
、
周
辺
環
境
を
含
め
た
文
化
財
群
の
面
的
・
一
体
的
な

整
備
を
重
点
的
に
支
援
。
（文
化
庁
は
、
国
指
定
等
文
化
財
の
修
理
・整
備
等
を
支
援
）

地
域
計
画
等
を
活
用
し
た
文
化
遺
産
の
総
合
的

な
整
備
・活
用
を
支
援

周
遊
バ
ス
実
証
運
行

道
路
美
装
化
・
無
電
柱
化

特
に
優
良
な
活
用
拠
点
形
成
の
事
例
を
創
出
す
る
た
め
、

他
省
庁
と
も
連
携
し
て
、
周
辺
環
境
を
含
め
た
文
化
財
群
の
面
的
・
一
体
的
整
備
を
支
援

1
3
1
百
万
円

1
1
5
百
万
円

活
用
を
目
的
と
し
た

古
民
家
等
の
改
修
を
支
援

2
0
1
9
年
度
予
算
額
(案
)
2
4
7
百
万
円

(前
年
度
予
算
額

3
6
1
百
万
円
)

（
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
）
市
町
村
が
、
文
化
財
の
保
存
・活
用
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
を
作
成
し
、
国
が
認
定
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施 策 名 地域まちなか活性化・魅力創出支援事業 予算額（百万円） ５００

申 請 先
経済産業省地域経済産業グループ中心市街地活
性化室

申請期間
2019年2月4日～
2月25日

（応募の状況により順次2回目を実施）

概 要
魅力的な生活環境、商業・サービス業等の事業・起業環境や観光資源整備等の観点から、中心市街
地・商店街を活性化するため、意欲ある地域における波及効果の高い複合商業施設等の整備などを
支援する。

対 象 者 認定中心市街地活性化基本計画に記載された事業を行う民間事業者 等

対象事業

①中心市街地活性化法に基づく、地域への波及効果の高い複合商業施設や、まちづくり会社等による空き店舗
対策・起業支援等と一体的に取り組まれる施設の整備等を支援。

②まち全体を俯瞰してまちづくりをコーディネートし、空き店舗対策等のまちの課題解決に取り組むなど、エリアマネジ
メントを行い、エリア価値の向上を図ることができるタウンマネージャー等のまちづくり専門人材の招へいを支援。

③地域の個性や生活者のニーズを把握し、まちの魅力を高める方策を探るための調査・分析を支援。

④地域の創意工夫を活かしながら、まちなかのにぎわい創出や魅力向上に資する事業を実施するまちづくり会社等
を支援。

支援内容

➀補助上限：2.0億円又は1億円 補助率：2/3又は1/2以内
②補助上限：1,500万円又は1,000万円 補助率：2/3又は1/2以内
③補助上限：1,000万円又は750万円 補助率：2/3又は1/2以内
④補助上限：1,000万円 補助率：2/3以内

備 考 －

連絡先 経済産業省 地域経済産業グループ 中心市街地活性化室 ０３－３５０１－３７５４
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地
域
ま
ち
な
か
活
性
化
・
魅
力
創
出
支
援
事
業

平
成
3
1
年
度
予
算
案
額
5
.0
億
円
（
新
規
）

（
１
）
地
域
経
済
産
業
グ
ル
ー
プ

中
心
市
街
地
活
性
化
室

0
3
-3
5
0
1
-3
7
5
4

（
２
）
中
小
企
業
庁

商
業
課

0
3
-3
5
0
1
-1
9
2
9

事
業
の
内
容

条
件
（
対
象
者
、
対
象
行
為
、
補
助
率
等
）

国

事
業
イ
メ
ー
ジ

事
業
目
的
・
概
要


地
域
経
済
活
性
化
の
た
め
に
は
、
中
心
市
街
地
等
の
ま
ち
な
か
や
、
商
店
街
の
活

性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
魅
力
的
な
生
活
環
境
や
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
事
業
・

起
業
環
境
等
を
整
備
し
、
地
域
へ
の
来
訪
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。


ま
た
、
中
心
市
街
地
や
商
店
街
は
、
城
下
町
や
宿
場
町
等
と
し
て
発
展
し
て
き
た

歴
史
あ
る
エ
リ
ア
で
あ
り
、
地
域
文
化
資
源
を
活
用
し
て
、
観
光
客
を
呼
び
込
み
、

観
光
・
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
を
喚
起
し
、
当
該
エ
リ
ア
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
は
、
地

域
経
済
へ
の
高
い
波
及
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。


こ
の
た
め
、
本
事
業
で
は
、
魅
力
的
な
生
活
環
境
、
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
事

業
・
起
業
環
境
や
観
光
資
源
整
備
等
の
観
点
か
ら
、
中
心
市
街
地
・
商
店
街
を

活
性
化
す
る
た
め
、
意
欲
あ
る
地
域
に
お
け
る
波
及
効
果
の
高
い
複
合
商
業
施

設
等
の
整
備
や
、
全
国
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
が
実
施
す
る
、
組
合
の
経

営
改
善
向
上
、
組
合
事
業
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
図
る
た
め
の
教
育
、
情
報

の
提
供
に
関
す
る
事
業
を
支
援
し
ま
す
。

成
果
目
標


来
街
者
数
の
増
加
や
売
上
の
増
加
等
を
通
じ
て
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
目

指
し
ま
す
。

全
国
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会

（
２
）
補
助
(6
/1
0
以
内
)

（
１
）
中
心
市
街
地
活
性
化
支
援
事
業

（
２
）
全
国
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
支
援
事
業

全
国
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
が
実
施
す
る
、
経
営
改
善
向
上
、
組
合
事
業
に
関

す
る
知
識
の
普
及
を
図
る
た
め
の
教
育
、
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
を

補
助
し
ま
す
。

中
心
市
街
地
に
お
け
る
商
業
・サ
ー
ビ
ス
業
等
の
事
業
・
起
業
環
境
等
の
整
備
や
地

域
文
化
資
源
と
連
携
し
た
空
間
創
出
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
事
例
を
広
く
全
国
に
展

開
し
ま
す
。

①
中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
基
づ
く
、
ま
ち
の
賑
わ
い
を
創
出
す
る
た
め
の
中
核
と
な
る
、

地
域
へ
の
波
及
効
果
の
高
い
複
合
商
業
施
設
や
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
等
に
よ
る
空
き

店
舗
対
策
・
起
業
支
援
等
と
一
体
的
に
取
り
組
ま
れ
る
施
設
の
整
備
等
、
中
心
市

街
地
の
活
性
化
・
魅
力
創
出
に
資
す
る
先
導
的
な
民
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
し
ま

す
。

②
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
等
に
資
す
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
し
て
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
人
材

の
活
用
や
地
域
の
個
性
や
生
活
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
た
事
業
計
画
の
策
定
等
の

た
め
の
調
査
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
等
が
行
う
顧
客
の
増
加
・
経
営
の
効
率
化
の
た
め
の

取
組
を
支
援
し
ま
す
。

認
定
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
を

行
う
民
間
事
業
者
等

(１
)①
、
②
補
助

(2
/3
,1
/2
以
内
)
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施 策 名 空き家対策総合支援事業
平成31年度

予算案(百万円)
3,300

申 請 先
市区町村等から国土交通省 各地方整備局・北海道

開発局・沖縄総合事務局へ申請
申請期間 ー

概 要
空家等対策の推進に関する特別措置法（以下空家法）に基づき市区町村が策定する空家等対策計画
に沿って実施する空き家の活用や除却などを、地域のまちづくりの柱として実施する市区町村に対
して、国が重点的・効率的な支援を行う。

対 象 者

市区町村等

補助対象市区町村
・空家法に基づく「空家等対策計画」を策定している
・空家法に基づく「協議会」を設置するなど、
地域の民間事業者等との連携体制がある 等

対象事業
・空き家対策基本事業

市区町村等による空き家の除却や活用等の取組を支援する事業
等

支援内容

・空家住宅等、特定空家等又は不良住宅の除却等に要する費用
[負担割合： 国2/5、地方公共団体2/5、所有者1/5等]

・空家住宅等の改修等に要する費用
[負担割合： 国1/3、地方公共団体1/3、所有者1/3等]

・関連する事業 等

備考 社会資本整備総合交付金でも同様の支援が可能

連絡先
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室

ＴＥＬ： ０３－５２５３－８５０８
ＦＡＸ： ０３－５２５３－１６２８

○用語の定義
・空家住宅等：空家法第2条第1項に規定する空家等であって、その除却後の跡地又
は増改築の後の建築物が地域活性化のための計画的利用に供されるものをいう。

・特定空家等：空家法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
・不良住宅：住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅をいい、災害により著
しく損壊し建築物でなくなった住宅を含む。
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空
き
家
対
策
総
合
支
援
事
業

空
家
等
対
策
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
空
き
家
の
活
用
や
除
却
な
ど
を
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
柱
と
し
て
実
施
す
る

市
町
村
に
対
し
て
、
国
が
重
点
的
・
効
率
的
な
支
援
を
行
う
た
め
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
と
は
別
枠
で
措
置

①
空
家
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
「空

家
等
対
策
計

画
」を
策
定
し
て
い
る

②
空
家
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
「協

議
会
」
を
設
置

す
る
な
ど
、
地
域
の
民
間
事
業
者
等
と
の
連
携
体
制

が
あ
る

な
ど

補
助
対
象
市
区
町
村

【上
記
計
画
に
基
づ
く
事
業
】

・空
き
家
の
活
用

（
例
：
空
き
家
を
地
域
活
性
化
の
た
め
の
観
光
交
流
施
設
に
活
用
）

・空
き
家
の
除
却

（
例
：
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
と
し
て
利
用
す
る
た
め
の
空
き
家
の
解
体
）

・関
連
す
る
事
業

（
例
：
周
辺
建
物
の
外
観
整
備
）

な
ど

補
助
対
象
事
業

市
区
町
村

等

事
業
主
体

支
援
事
業
の
事
例
（
※
）

居
住
環
境
の
整

備
改
善
の
た
め
、

空
き
家
を
除
却

地
域
活
性
化
の
た
め
の
観
光
交
流
施
設
な
ど
に

空
き
家
を
活
用

１
／
２
等

補
助
率

法
定
の
「協

議
会
」な
ど
民
間
事
業
者
等
と
連
携

旧
銀
行
の
活
用

古
民
家
の
活
用

空
き
家
の
除
却

（
広
場
整
備
）

B
e
fo
re

A
ft
er

B
e
fo
re

A
ft
er

平
成

3
1
年
度
予
算
案
：
3
3
億
円
（1

.2
2
倍
）

B
ef
o
re

A
ft
er

外
観

外
観

内
観

内
観

※
事
例
は
本
事
業
と
同
様
の
補
助
事
業
（
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
）
に
よ
る
も
の

（
奈
良
県
奈
良
市
）

（
長
野
県
小
谷
村
）

※
同
様
の
支
援
は
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
で
も
可
能
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施 策 名 地方創生推進交付金 予算額(百万円) 100,000

申 請 先 内閣府地方創生推進事務局 申請期間
2019年１月22日

～１月24日

概 要
地方創生の推進を目的として、地方版総合戦略に基づき、地方公共団体が自主的・主体的に行

う先導的な事業のうち、地域再生計画に記載された、複数年度にわたる事業について、国から交
付金を直接交付することにより、安定的かつ継続的に支援する。

対 象 者 地方公共団体

対象事業

地方創生の推進を目的として、地方公共団体において、それぞれの地方版総合戦略に位置づけ
られた事業であり、具体的には以下のような分野を想定

（１）しごと創生・・・・・・ローカルイノベーション、ローカルブランディング（日本版
DMO、地域商社）、ローカルサービス生産性向上 等

（２）地方への人の流れ・・・移住促進、生涯活躍のまち、地方創生人材の確保・育成 等

（３）働き方改革・・・・・・若者雇用対策、ワークライフバランスの実現 等

（４）まちづくり・・・・・・コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、連携中
枢都市、商店街活性化 等

支援内容

○ 地域再生法第5条4項1号に基づく地域再生計画に記載されている事項に対して、国から、地方
創生推進交付金（補助率：1/2）を交付。
※１ 対象事業の中に各府省庁が所管する他の予算制度がある場合には、その制度の活用が優

先されるため、本交付金の支援対象外。
※２ 本交付金の対象事業であっても、事業に係る地方公共団体職員の人件費、特定の個人や

個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの及び施設や設備の整備、備品購入自体
を主目的とするもの、貸付金又は保証金、基金積立金は支援対象外。

○ 地方創生推進交付金の交付対象事業の採択に当たっては、①自立性、②官民協働、③地域間
連携、④政策間連携、⑤事業推進主体の形成、⑥地方創生人材の確保・育成、⑦国の総合戦略
における５原則（将来性、地域性又は直接性）の視点から、事業の先駆性を審査。

○ 上記の①～⑦のうち、特に重要な①～④が申請要件となっており、①～④まで全て満たす場
合には先駆タイプ（都道府県：最大３億円（国費）、中枢中核都市：最大2.5億円（国費）、市
区町村：最大２億円（国費））で申請することができ、①と②～④で２つ以上該当する場合に
は、横展開タイプ（都道府県：最大1億円（国費）、中枢中核都市：最大0.85億円（国費）、市
区町村：最大0.7億円（国費））での申請が可能。

備考 －

連絡先

内閣府 TEL：０３－３５８１－４２１３
地方創生推進事務局 FAX：０３－３５８１－５５３６

URL：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/kouhukin/index.html
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国
交
付
金
（
１
/２

）
都
道
府
県

市
町
村

【
対
象
事
業
】

①
先
駆
性
の
あ
る
取
組
及
び
先
駆
的
・
優
良
事
例
の
横
展
開

・
官
民
協
働
、
地
域
間
連
携
、
政
策
間
連
携
、
事
業
推
進
主
体
の
形
成
、

中
核
的
人
材
の
確
保
・
育
成

例
）
し
ご
と
創
生
（
地
域
経
済
牽
引
事
業
等
）
、
観
光
振
興
（
Ｄ
Ｍ
Ｏ
等
）
、

地
域
商
社
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
、
子
供
の
農
山
漁
村
体
験
、
働
き
方
改
革
、

小
さ
な
拠
点
、
商
店
街
活
性
化

等

②
わ
く
わ
く
地
方
生
活
実
現
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
移
住
・
起
業
・
就
業
支
援
）

・
東
京
圏
か
ら
の
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
の
促
進
及
び
地
方
の
担
い
手
不
足
対
策

例
）
地
域
の
中
核
的
存
在
で
あ
る
中
小
企
業
等
へ
の
就
業
に
伴
う
移
住
、

地
域
に
お
け
る
社
会
的
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
起
業
、

現
在
職
に
就
い
て
い
な
い
女
性
、
高
齢
者
等
の
新
規
就
業
支
援

等

【
手
続
き
】

○
地
方
公
共
団
体
は
、
対
象
事
業
に
係
る
地
域
再
生
計
画
（
概
ね
５
年
程
度
）
を

作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
認
定
し
ま
す
。

○
地
方
創
生
の
充
実
・
強
化
に
向
け
、
地
方
創
生
推
進
交
付
金
に
よ
り
支

援
し
ま
す
。

①
地
方
版
総
合
戦
略
に
基
づ
く
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
・
主
体
的

で
先
導
的
な
事
業
を
支
援

②
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
設
定
と
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
組
み
込
み
、
従
来
の
「
縦

割
り
」
事
業
を
超
え
た
取
組
を
支
援

③
地
域
再
生
法
に
基
づ
く
法
律
補
助
の
交
付
金
と
し
、
安
定
的
な
制

度
・
運
用
を
確
保

※
本
交
付
金
の
う
ち
50
億
円
に
つ
い
て
は
、
地
方
大
学
・
産
業
創
生
法
に
基
づ

く
交
付
金
と
し
て
執
行

地
方
創
生
推
進
交
付
金

（
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局
）

３
１
年
度
予
算
概
算
決
定
額

１
,０
０
０
億
円

（
３
０
年
度
予
算
額

１
,０
０
０
億
円
）

事
業
概
要
・
目
的

事
業
イ
メ
ー
ジ
・
具
体
例

資
金
の
流
れ

①
交
付
上
限
額
（
事
業
費
ベ
ー
ス
）
及
び
新
規
事
業
の
申
請
上
限
件
数
の
見
直
し

②
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
併
用

・
地
方
負
担
分
へ
の
充
当
を
可
能
と
す
る
ほ
か
、
併
用
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
。

3
１
年
度
か
ら
の
主
な
運
用
改
善

具
体
的
な

「成
果
目
標
（Ｋ
Ｐ
Ｉ）
」

の
設
定

「Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
」

の
確
立

（
１
/２

の
地
方
負
担
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
ま
す
）

交
付
上
限
額

申
請
上
限
件
数

都
道

府
県

先
駆

6
.0
億
円
【現

行
ど
お
り
】

横
展
開
2
.0
億
円
【現

行
ど
お
り
】

原
則
９
事
業
以
内
【現

行
：７
事
業
】

（う
ち
広
域
連
携
：３
事
業
）【
現
行
：２
事
業
】

市
区

町
村

先
駆

4
.0
億
円
【現

行
ど
お
り
】

横
展
開
1
.4
億
円
【現

行
ど
お
り
】

※
中
枢
中
核
都
市

先
駆

5
.0
億
円
【新

設
】

横
展
開
1
.7
億
円
【新

設
】

原
則
５
事
業
以
内
【現

行
：４
事
業
】

（う
ち
広
域
連
携
：１
事
業
）【
現
行
ど
お
り
】

※
中
枢
中
核
都
市

原
則
７
事
業
以
内
【新

設
】

（う
ち
広
域
連
携
：２
事
業
）【
新
設
】

18



失
わ
れ
た
町
の
宝
復
活
に
よ
る
笠
置
蘇
り
物
語

＜
京
都
府
笠
置
町
（か
さ
ぎ
ち
ょ
う
）＞

笠
置
駅
か
ら
町
内
に
延
び
る
街
道
は
、
か
つ
て
大
坂
の
奥
座
敷
と
い
わ
れ
た
料
理

旅
館
が
建
ち
並
び
、
現
在
も
当
時
の
風
景
を
色
濃
く
残
し
て
お
り
、
街
並
み
の
修
景

や
統
一
的
な
サ
イ
ン
の
整
備
等
を
実
施
す
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
。

・街
並
み
修
景
デ
ザ
イ
ン
計
画
策
定
事
業

・街
並
み
統
一
サ
イ
ン
制
作
事
業

元
弘
の
変
火
で
焼
失
し
て
以
来
、
６
８
５
年
ぶ
り
に
春
日
大
社
よ
り
旧
本
宮
神
社
の
社
殿
が
笠
置
寺

境
内
に
移
築
さ
れ
る
こ
と
を
起
爆
剤
と
し
、
奈
良
市
に
国
内
外
か
ら
訪
れ
る
年
間
１
，
４
０
０
万
人
の

観
光
客
を
笠
置
町
に
誘
客
す
る
取
組
を
実
施
。

・春
日
大
社
で
の
ト
ッ
プ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業

・地
元
Ｆ
Ｍ
局
と
連
携
し
た
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
誘
客
活
動

商
工
業
、
観
光
業
、
金
融
業
、
飲
食
業
等
を
含
む

企
業
に
加
え
、
地
元
住
民
の
有
志
が
参
画
。

○
世
界
遺
産
「春
日
大
社
」と
の
広
域
観
光
連
携
事
業

○
街
並
み
デ
ザ
イ
ン
修
景
プ
ラ
ン
づ
く
り

3
0
年
度
交
付
額

4
,5
0
0
千
円

（
事
業
費
：
9
,0
0
0
千
円
）

事
業
の
概
要
等

実
施
主
体

○
笠
置
ま
ち
づ
く
り
株
式
会
社

設
立
：平
成
２
８
年
９
月

Ｋ
Ｐ
Ｉ

○
観
光
入
込
客
数

（平
成
２
６
年
度
）2

4
3
,2

7
6
人
⇒
（平
成
３
０
年
度
）3

0
8
,0

0
0
人
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流
域
Ｄ
Ｍ
Ｏ
を
核
と
し
た
1
/
2
村
民
・1
/
3
村
民
創
出
事
業

～
古
民
家
再
生
・タ
イ
ニ
ー
ハ
ウ
ス
等
に
よ
る
観
光
・移
住
促
進
～

＜
山
梨
県
小
菅
村
（こ
す
げ
む
ら
）＞

古
民
家
を
活
用
し
た
新
た
な
観
光
事
業
の
立
ち
上
げ
に
向
け
た
実
行
可
能
性
調
査
及
び

事
業
計
画
の
立
案
を
行
う
。
調
査
・計
画
に
つ
い
て
は
、
古
民
家
関
連
の
事
業
で
成
果
を

挙
げ
て
い
る
、
（一
社
）ノ
オ
ト
と
連
携
し
実
施
す
る
。

・村
全
体
で
の
古
民
家
再
生
の
コ
ン
セ
プ
ト
・ビ
ジ
ョ
ン
立
案

・古
民
家
の
用
途
検
討
、
事
業
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
設
計

若
者
単
身
者
を
中
心
と
し
た
移
住
希
望
者
向
け
に
、
４
坪
程
度
の
単
身
者
向
け
小
規
模

住
宅
「タ
イ
ニ
ー
ハ
ウ
ス
」を
建
設
す
る
。

ま
た
、
材
料
及
び
設
計
方
法
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
し
、
全
国
に
向
け
発
信
・販
売
す
る
。

・タ
イ
ニ
ー
ハ
ウ
ス
の
企
画
・基
本
設
計
・
用
地
選
定
・建
設

・タ
イ
ニ
ー
ハ
ウ
ス
の
量
産
化
に
向
け
て
の
各
種
検
討
、
生
産
・流
通
体
制
の
構
築

・タ
イ
ニ
ー
ハ
ウ
ス
に
居
住
す
る
移
住
者
の
募
集
告
知
、
販
促
活
動

○
株
式
会
社

源
設
立
：平
成
２
９
年
３
月

○
単
身
者
・少
人
数
世
帯
向
け
の
住
居
と
し
て
の
「タ
イ
ニ
ー
ハ
ウ
ス
」事
業

○
新
た
な
観
光
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
創
出
す
る
「古
民
家
再
生
」事
業

3
0
年
度
交
付
額

7
,5
0
0
千
円

（
事
業
費
：1
5
,0
0
0
千
円
）

事
業
の
概
要
等

実
施
主
体

小
菅
村
等
の
行
政
の
ほ
か
、
観
光
協
会
や
道
の
駅
、

商
工
会
等
、
村
内
の
主
要
団
体
を
網
羅
。

Ｋ
Ｐ
Ｉ

○
古
民
家
等
を
活
用
し
た
新
た
な
観
光
事
業
の
利
用
者
数

（平
成
２
７
年
度
）0
人
⇒
（平
成
３
２
年
度
）3
,4
00
人
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施 策 名 浜の活力再生・成長促進交付金
平成31年度

概算決定額(百万円)
5,365の内数

申 請 先 水産庁防災漁村課 申請期間

平成30年度内に1回目
の募集を予定。予算の
状況により順次2回目
を実施。

概 要
漁業所得の向上を図るため、共同利用施設等の整備、密漁防止対策、コスト削減、作業の軽労化など水産
業のスマート化を推進する取組等について支援する。

対 象 者 事業実施主体：都道府県、市町村、水産業協同組合等

対象事業

水産業強化支援事業のうち漁港機能高度化目標

①海業支援施設

漁村特有の新鮮な魚介類等の提供等を通じて、水産業の振興を中心とした地域の活性化を
図ることを目的として、加工作業所、地域水産物普及施設（加工品や郷土料理の展示及び販
売提供等）、漁業体験施設、地域資源の付加価値創造を図る海業支援のための施設を整備。

②文化的景観施設
・漁業や漁村に特有の伝統文化や景観を後世に伝承していくことを目的として、漁村特有の
歴史的構造物の保全・修復に資する景観保全施設及び歴史・文化伝承施設を整備。
・また、当該地域の古民家や廃校・廃屋等を改修し、上記の①地域水産物普及施設として利
用する場合に限り、古民家等改修施設及びこれらに附属する施設整備を支援。

支援内容
交付率：定額（1／２以内）、沖縄定額（2／３以内）

備考

連絡先
水産庁漁港漁場整備部 防災漁村課 環境整備班

TEL： 03-6744-2392
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
推
進
等
支
援
事
業

○
浜
プ
ラ
ン
の
着
実
な
推
進
を
図
る
た
め
、
浜
プ
ラ
ン
の
見
直
し
を
行
う
活
動
、
漁
村
女
性

に
よ
る
実
践
的
な
取
組
、
漁
業
等
へ
の
参
入
を
希
望
す
る
企
業
等
と
漁
村
地
域
と
の
マ
ッ

チ
ン
グ
等
を
支
援
し
ま
す
。

２
．
水
産
業
強
化
支
援
事
業

○
漁
業
所
得
の
向
上
を
図
る
た
め
、
共
同
利
用
施
設
等
の
整
備
、
密
漁
防
止
対
策
、
コ
ス
ト

削
減
、
作
業
の
軽
労
化
な
ど
水
産
業
の
ス
マ
ー
ト
化
を
推
進
す
る
取
組
等
に
つ
い
て
ハ
ー
ド
・

ソ
フ
ト
両
面
か
ら
支
援
し
ま
す
。

浜
の
活
力
再
生
・
成
長
促
進
交
付
金

【平
成
3
1
年
度
予
算
概
算
決
定
額
5
,3
6
5
（
－
）
百
万
円
】

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
水
産
庁
防
災
漁
村
課
（
0
3
-6
7
4
4
-2
3
9
1
）

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

漁
業
所
得
の
向
上
を
目
指
す
「浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
（
浜
プ
ラ
ン
）
」の
着
実
な
推
進
を
支
援
す
る
た
め
、
浜
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け
ら
れ
た
共
同
利
用
施
設
の
整
備
、
密
漁
防
止

対
策
、
浜
と
企
業
の
連
携
推
進
、
水
産
業
の
ス
マ
ー
ト
化
の
推
進
等
の
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
を
策
定
し
た
漁
村
地
域
に
お
け
る
漁
業
所
得
向
上
（
1
0
％
以
上
［
取
組
開
始
年
度
か
ら
５
年
後
ま
で
］
）

・
地
域
自
ら
策
定
す
る
「
浜
の
活
力
再
生
の
た
め
の
行
動
計
画
」

・
漁
業
所
得
1
0
%
以
上
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
目
標

浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
（
浜
プ
ラ
ン
）

１
．
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
推
進
等
支
援
事
業

２
．
水
産
業
強
化
支
援
事
業

＜
ハ
ー
ド
事
業
＞

・漁
業
収
益
力
や
水
産
物
流
機
能
の
強
化
の
た
め
の
共
同
利
用
施
設
等
の
整
備
を
支
援

・種
苗
放
流
、
環
境
整
備
等
水
産
資
源
の
増
大
の
た
め
の
施
設
の
整
備
を
支
援

・漁
港
漁
場
の
機
能
高
度
化
、
漁
業
地
域
の
防
災
減
災
等
に
必
要
な
整
備
を
支
援

・生
産
コ
ス
ト
の
削
減
や
作
業
の
軽
労
化
等
に
必
要
な
施
設
・機

器
の
整
備
を
支
援

＜
ソ
フ
ト
事
業
＞

・漁
場
の
利
用
調
整
、
密
漁
防
止
対
策
、
境
界
水
域
に
お
け
る
操
業
の
管
理
徹
底
等
を
支
援

・内
水
面
の
調
査
指
導
、
生
産
履
歴
の
記
録
等
の
取
組
を
支
援

・災
害
の
未
然
防
止
、
被
害
の
拡
大
防
止
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
等
を
支
援

課
題

検
討

プ
ラ
ン
作
成

実
践

荷
さ
ば
き
施
設

種
苗
生
産
施
設

津
波
避
難
タ
ワ
ー

鮮
度
保
持
施
設

荷
受
け
情
報
の
電
子
化

定
額
（
１
/２
,４
/１

０
,１
/３

等
）

国

都
道
府
県

交
付
（
定
額
（
定
額
,１
/２

）
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

地
域
水
産
業
再
生
委
員
会
、
民
間
団
体
等

事
業
実
施
主
体

交
付

（
１
の
事
業
）

＜
以
下
の
事
業
に
よ
り
、
浜
プ
ラ
ン
の
推
進
を
支
援
＞

（
２
の
事
業
）
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海
業
支
援
施
設

地
域
水
産
物
普
及
施
設
（
直
販
所
等
）

写
真
例
：
燐
鉱
石
発
掘
跡
地
（
登
録
文
化
財
）
に
調
和
す
る
形
で
地
元
漁
業
の

歴
史
・
文
化
を
伝
え
、
漁
業
体
験
が
で
き
る
施
設
を
整
備

漁
村
の
伝
統
文
化
や
景
観
を
後
世
に
伝
承
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
漁
村
の
歴
史
的
構
造
物
の
保
全
・
修
復
に
資
す

る
景
観
保
全
施
設
及
び
歴
史
・
文
化
伝
承
施
設
を
整
備
。

漁
村
特
有
の
新
鮮
な
魚
介
類
等
の
提
供
等
を
通
じ
て
、
水
産
業

の
振
興
を
中
心
と
し
た
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
加
工
作
業
所
、
地
域
水
産
物
普
及
施
設
（
加
工
品
や
郷
土
料

理
の
展
示
及
び
販
売
提
供
等
）
、
漁
業
体
験
施
設
、
地
域
資
源
の

付
加
価
値
創
造
を
図
る
た
め
の
施
設
を
整
備
。

文
化
的
景
観
施
設

浜
の
活
力
再
生
・
成
長
促
進
交
付
金
（
旧
強
い
水
産
業
づ
く
り
交
付
金
）
に
よ
る
整
備
事
例

○
漁
業
地
域
の
活
性
化
を
目
指
し
、
漁
村
特
有
の
地
域
資
源
を
活
用
し
た
海
業
支
援
施
設
、
文
化
的
歴
史
的

な
景
観
保
全
に
資
す
る
施
設
等
を
支
援
。

長
崎
県
松
浦
市

沖
縄
県
北
大
東
村
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施 策 名
地域経済循環創造事業交付金

（ローカル10,000プロジェクト）
予算額(百万円) 1,000の内数

申 請 先 地方公共団体 申請期間 随時募集

概 要

産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業の立
ち上げを支援
「ローカル10,000プロジェクト」の更なる展開を図るため、引き続き、国の重要施策と連動した
事業の重点支援を行うとともに、融資額（又は出資額）が公費による交付額の１.５倍以上の場合
の上限額を引上げ

対 象 者 民間事業者等

対象事業

○地域資源を活かした先進的で持続可能な事業であって、地域経済の循環効果（投資効果、地元
雇用創出効果、地元原材料活用効果、課税対象利益等創出効果等）を創出する事業であること
に加え、以下の要件を満たすもの
・事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への
対応の代替となる事業であること

・他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があるこ
と

※地域金融機関からの融資額が公費による交付額（国費＋地方費）以上となること
※地域金融機関からの融資は、無担保（交付金事業による取得財産の担保権設定は除く）・
無保証を条件とし、事業キャッシュフローの継続的な把握によるコンサルティング機能が
発揮されるものであること

支援内容

○地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者等が、事業化段階で必要となる
初期投資費用について、都道府県又は市町村が助成を行う場合に支援
・公費による交付額の上限

原則2,500万円 （融資額が公費による交付額の１.５倍以上２倍未満の場合は、上限3,500
万円。２倍以上の事業は、５,000万円）

・補助率
▶① 国等が開発・支援して実証段階にある新技術を活用した事業
② 2020年東京オリパラ競技大会関連施策
③ 古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくり
に関連する事業等であって、全くの新規分野における事業の立ち上げであり、
新規性・モデル性の極めて高い事業については、国費１０/１０により支援

▶上記以外は、原則、公費による交付額の１／２
▶条件不利地域で財政力の弱い市町村（財政力指数0.5未満）は２／３

特に財政力の弱い市町村（財政力指数0.25未満）は３／４

備考 －

連絡先

総務省地域力創造グループ地域政策課 ＴＥＬ：０３－５２５３－５５２３

ＦＡＸ：０３－５２５３－５５３０
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事
業
ス
キ
ー
ム

ロ
ー
カ
ル
1
0
,
0
0
0
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

民
間
事
業
者
等
の
初
期
投
資
費
用

支
援
対
象

対
象
経
費
は
、

・施
設
整
備
費

・機
械
装
置
費

・備
品
費 自
己

資
金
等

公
費
に
よ
る
交
付
額
※
１

国
費

地
域
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
等
※
２

・
公
費
に
よ
る
交
付
額
以
上

・
無
担
保
（交
付
金
事
業
に
よ
る
取
得
財
産
の
担
保
権
設
定
は
除
く。
）
・無
保
証

・
地
域
資
源
を
活
か
し
た
持
続
可
能
な
事
業

・
行
政
に
よ
る
地
域
課
題
へ
の
対
応
の
代
替
と
な
る
事
業

・
高
い
新
規
性
・
モ
デ
ル
性
が
あ
る
事
業

地
方
費

・原
則

1
/
2

・条
件
不
利
地
域
か
つ
財
政
力
の
弱
い
市
町
村

の
事
業
は

2
/
3
, 3

/
4

・新
規
性
・モ
デ
ル
性
の
極
め
て
高
い
事
業

は
1
0
/
1
0

○
産
学
金
官
の
連
携
に
よ
り
、
地
域
の
資
源
と
資
金
を
活
用
し
て
、
雇
用
吸
収
力
の
大
き
い
地
域
密
着
型
企
業
の
立
ち
上
げ
を
支
援
。

○
「ロ
ー
カ
ル

10
,0
00
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
更
な
る
展
開
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
、
国
の
重
要
施
策
と
連
動
し
た
事
業
の
重
点
支
援
を
行
う
と

と
も
に
、
融
資
額
（又
は
出
資
額
）が
公
費
に
よ
る
交
付
額
の
１
．
５
倍
以
上
の
場
合
の
上
限
額
を
引
上
げ
。

H
3

1
予
算
案

地
域
経
済
循
環
創
造
事
業
交
付
金

10
.0
億
円
の
内
数

※
１
上
限

2,
50

0万
円
。
融
資
額
（又
は
出
資
額
）が
公
費
に
よ
る
交
付
額
の
１
．
５
倍
以
上
２
倍
未
満
の
場
合
は
、
上
限

3,
50

0万
円
。
２
倍
以
上
の
場
合
は
、
上
限

5,
00

0万
円

※
２
地
域
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
の
他
に
、
地
域
活
性
化
の
た
め
の
フ
ァ
ン
ド
等
に
よ
る
出
資
を
受
け
る
事
業
も
試
験
的
に
対
象

①
国
等
が
開
発
・支
援
し
て
実
証
段
階
に
あ
る
新
技
術
を
活
用
し
た
事
業

②
20

20
年
東
京
オ
リ
パ
ラ
競
技
大
会
関
連
施
策

③
古
民
家
等
の
歴
史
的
資
源
を
活
用
し
た
観
光
ま
ち
づ
く
り

に
関
連
す
る
事
業
等
で
あ
っ
て
、
全
く
の
新
規
分
野
に
お
け
る
事
業
の
立
ち
上
げ
で
あ
り
、

新
規
性
・モ
デ
ル
性
の
極
め
て
高
い
事
業
に
つ
い
て
は
、
国
費

10
/1

0に
よ
り
支
援

重
点
支
援

こ
れ
ま
で
の
実
績
（
3
5
7
事
業
、
2
8
7
億
円
）

（
事
業
数
は
交
付
決
定
数
、
金
額
は
事
業
実
績
（
見
込
み
含
む
）
（
H2
9年

度
末
時
点
）
）

公
費
交
付
額

1
0
6
億
円
、
融
資
額

1
43
億
円
、

自
己
資
金
等

3
8
億
円

支
援
内
容
の
充
実

融
資
額
（又
は
出
資
額
）が
公
費
に
よ
る
交
付
額
の
１
．
５
倍
以
上

２
倍
未
満
の
場
合
は
、
上
限

3,
50

0万
円
、
２
倍
以
上
の
場
合
は
、

上
限

5,
00

0万
円
ま
で
引
上
げ
（従
前
は
２
倍
以
上
の
場
合
、
上
限

4,
00

0万
円
）
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施 策 名 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 予算額(百万円) 5,474の内数

申 請 先

(1)地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業
･･･各地方運輸局等

(2) 宿泊施設インバウンド対応支援事業
･･･観光庁観光産業課

(3) 交通サービスインバウンド対応支援事業
･･･各地方運輸局等

申請期間 調整中

概 要

全国各地の観光地において、訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するため、
地方自治体や民間事業者等が行う外国人観光案内所や手ぶら観光カウンターの機能強化、トイレの洋式化、
公共交通機関の移動円滑化、旅館・ホテルのバリアフリー化等の個別の取組を支援する。あわせて、外国人
観光案内所等の災害等における非常時の対応能力の強化を図る。

対 象 者

(1) 地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業
地方公共団体、民間事業者、航空旅客ターミナル施設を設置し又は管理する者、協議会等

(2) 宿泊施設インバウンド対応支援事業
基本的ストレスフリー環境整備：複数の宿泊事業者その他関係する事業者等により構成された

団体及びその構成員である宿泊事業者
バリアフリー環境整備 ：宿泊事業者

(3) 交通サービスインバウンド対応支援事業
交通事業者、地域における協議会、地方公共団体等

対象事業

(1) 地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業
➀外国人観光案内所等の整備・改良等及び災害等の非常時対応の強化
・訪日外国人旅行者にとって利用しやすい観光案内所の整備を促進するため、観光案内所の開
設や機能向上・災害時の対応能力強化等にかかる経費の一部について支援。

➁公衆トイレ洋式化の洋式便器の整備及び機能向上
・訪日外国人旅行者が利用しやすい観光地の公衆トイレの新築・増築・建替における洋式便器
等の設置、既存の公衆トイレの洋式化及び機能向上に要する経費の一部について支援。

➂多様な宗教・生活環境への対応力の強化
・宗教上、生活習慣上の理由から配慮が必要な旅行者の受入環境整備に取り組む地域において、
受入環境整備構築に必要な知識・接遇能力の習得を図る学習や研究に要する経費の一部につ
いて支援。

④手ぶら観光カウンターの機能強化
・訪日外国人旅行者が鉄道等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、手ぶら観光カウン
ター（※）の整備・機能向上等にかかる費用の一部について支援。
※空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり又は配送を行う機能を有するカウンター

(2) 宿泊施設インバウンド対応支援事業
・旅館・ホテル等の宿泊施設において、訪日外国人旅行者にとって利用しやすい宿泊環境の整備
を促進するため、宿泊事業者が実施する無料公衆無線LAN環境整備や決済端末整備等の基本的
ストレスフリー環境整備、及びトイレのバリアフリー化や出入口の改修等のバリアフリー環境
整備に要する経費の一部について支援。

(3) 交通サービスインバウンド対応支援事業
・ストレスフリーな交通利用環境の利便性向上等を実現するため、多言語表記、多言語案内用
タブレット端末の導入、無料Wi-Fiの整備、トイレの洋式化及び機能向上、全国共通ICカード・
QRコード決済等の導入、旅客施設や車両等の移動円滑化等のインバウンド対応事業に要する
経費の一部について支援。

支援内容

補助率（調整中）
(1)…………➀・・・１／３（一部１／２）※災害の非常対応の強化について１／２のまま継続の予定
(2) ➁、➂、④・・・１／３

(2)…………基本的ストレスフリー環境整備：１／３
（補助金の合計額は宿泊事業者等団体又は構成員宿泊事業者の数に100万円を乗じた額を
上限とする。また宿泊事業者等団体又は一の構成員宿泊事業者に対する補助金の額は
100万円を上限とする。）

バリアフリー環境整備：定額（上限100万円）、１／２（上限500万円）

(3)…………１／２、２／５、１／３、１／４等（交通サービス調査事業は上限1,000万円）

備考 対象事業（2）バリアフリー環境整備を追加 等

連絡先
(1) 国土交通省 観光庁 外客受入担当参事官室 TEL: 03-5253-8972
(2) 国土交通省 観光庁 観光産業課 TEL：03-5253-8330
(3) 国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通支援課 TEL：03-5253-8396
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○
全
国
各
地
の
観
光
地
に
お
い
て
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
が
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
で
快
適
に
旅
行
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
地
方
自
治
体
や
民
間
事
業
者

等
が
行
う
外
国
人
観
光
案
内
所
の
機
能
強
化
、
ト
イ
レ
の
洋
式
化
、
公
共
交
通
機
関
の
移
動
円
滑
化
、
旅
館
・
ホ
テ
ル
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
の
個
別
の
取
組

を
支
援
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
外
国
人
観
光
案
内
所
等
の
災
害
等
の
非
常
時
の
対
応
能
力
の
強
化
を
図
る
。

予
算
額
：5
,4
74
百
万
円

地
方
で
の
消
費
拡
大
に
向
け
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
支
援
事
業

実
証
事
業

○
災
害
発
生
時
に
お
け
る
外
国
人
観
光
案
内
所
の
初
動
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

○
ナ
イ
ト
タ
イ
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
等
の
新
た
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
に
向
け
た
調
査

等

宿
泊
施
設
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
支
援
事
業

・
W
i-
F
iの
整
備

・
自
社
サ
イ
ト

多
言
語
化
等

・
決
済
端
末
の
整
備

・
案
内
表
示
の
多
言
語
化

・
ム
ス
リ
ム
受
入

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

○
基
本
的
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
環
境
整
備

・
段
差
解
消

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
）

・
手
す
り
の
設
置

・
出
入
口
の
改
修

・
ト
イ
レ
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化

○
バ
リ
ア
フ
リ
ー
環
境
整
備

訪
日
外
国
人
旅
行
者
受
入
環
境
整
備
緊
急
対
策
事
業

○
外
国
人
観
光
案
内
所
等
の
整
備
・
改
良
等
及
び
災
害
等
の

非
常
時
対
応
の
強
化

○
公
衆
ト
イ
レ
の
洋
式
便
器
の
整
備
及
び
機
能
向
上

○
手
ぶ
ら
観
光
カ
ウ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

○
多
様
な
宗
教
・
生
活
習
慣
へ
の
対
応
力
の
強
化

等

・
手
ぶ
ら
観
光
カ
ウ
ン
タ

ー
の
機
能
向
上

・
公
衆
ト
イ
レ
の
洋
式
便
器

の
整
備
及
び
機
能
向
上

・
多
様
な
宗
教
・
生
活
習

慣
へ
の
対
応
力
の
強
化

・
外
国
人
観
光
案
内
所
等
の
整
備
・
改
良
等
及
び
災
害
等
の
非
常
時
対
応

交
通
サ
ー
ビ
ス
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
支
援
事
業

○
多
言
語
表
記
、
多
言
語
案
内
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
整
備

○
旅
客
施
設
や
車
両
等
の
無
料
W
i-
F
i整
備

○
旅
客
施
設
や
車
両
等
の
ト
イ
レ
の
洋
式
化
及
び
機
能
向
上

○
全
国
共
通
ＩＣ
カ
ー
ド
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済
等
の
導
入

○
旅
客
施
設
や
車
両
等
の
移
動
円
滑
化

等

・
多
言
語
表
記
等

・
多
言
語
案
内
用
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
等
の
整
備

・
無
料
W
i-
F
iの
整
備

・
全
国
共
通
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済
等
の
導
入

・
ト
イ
レ
の
洋
式
化

及
び
機
能
向
上

・
移
動
円
滑
化

（
１
）
地
方
公
共
団
体
（
公
務
局
を
含
む
）

（
２
）
民
間
事
業
者
（
公
共
交
通
事
業
者
等
を
含
む
。
）

（
３
）
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者

（
４
）
協
議
会
等

事
業
主
体

定
額
、
２
分
の
１
、
5
分
の
2
、

3
分
の
1
、
4
分
の
1

補
助
率
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施 策 名
ＩＣＴ等を活用した多言語対応等による観光地の
「まちあるき」の満足度向上

予算額(百万円) 3,050の内数

申 請 先 調整中 申請期間 調整中

概 要

訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等において、公共交通機関の駅等から個々の観光スポットに至
るまでの散策エリアについて、ICTも活用して、多言語案内標識や無料エリアWi-Fiの整備、域内の小売・飲
食店を挙げたキャッシュレス決済対応等のまちなかにおける面的な取組や、これらと一体的に行う外国人観
光案内所や「道の駅」等の機能強化、古民家等の歴史的資源の活用等を集中的に支援し、「まちあるき」の
満足度の向上を目指す。あわせて、観光地の災害等の非常時の対応能力の強化を図る。

対 象 者
地方公共団体、民間事業者、航空旅客ターミナル施設を設置し又は管理する者、協議会等

対象事業

(1) 観光地のゲートウェイとしての外国人観光案内所等の機能の強化

(2) まちなかの周遊機能の強化（まるごとインバウンド対応）

(3) 「道の駅」インバウンド対応拠点化モデル事業

(4) 古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくり

支援内容
補助率：10分の８、２分の１、３分の１

備考

連絡先

(1)､(2)､(3) 国土交通省 観光庁 外客受入担当参事官室 TEL：03-5253-8972
(4)電線の地中化等 国土交通省 道路局環境安全・防災課 TEL：03-5253-8495
(4)シェアサイクル 国土交通省 都市局 街路交通施設課 TEL：03-5253-8416
(4)歴史的観光資源の高質化 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室

TEL：03-5253-8954
(4)古民家等の観光資源化 国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室

TEL：03-5253-8517
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ま
つ
り
広
場

〇
〇
寺

旧
〇
〇
邸

（
古
民
家
）

〇
〇
公
園

〇
〇
商
店
街

△
△
商
店
街

サ
イ
ク
ル

ポ
ー
ト

旧
○
○
邸

（
古
民
家
）

サ
イ
ク
ル

ポ
ー
ト

サ
イ
ク
ル

ポ
ー
ト

Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
多
言
語
対
応
等
に
よ
る
観
光
地
の
「
ま
ち
あ
る
き
」
の
満
足
度
向
上

○
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
来
訪
が
特
に
多
い
観
光
地
等
に
お
い
て
、
公
共
交
通
機
関
の
駅
等
か
ら
個
々
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
の
散
策
エ
リ
ア
に
つ
い

て
、
IC
T
も
活
用
し
て
、
多
言
語
案
内
標
識
や
無
料
エ
リ
ア
W
i-
F
iの
整
備
、
域
内
の
小
売
・飲
食
店
を
挙
げ
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
対
応
等
の
ま
ち
な
か
に
お
け

る
面
的
な
取
組
や
、
こ
れ
ら
と
一
体
的
に
行
う
観
光
案
内
所
や
「道
の
駅
」等
の
機
能
強
化
、
古
民
家
等
の
歴
史
的
資
源
の
活
用
等
を
集
中
的
に
支
援
し
、
「
ま
ち

あ
る
き
」
の
満
足
度
の
向
上
を
目
指
す
。
あ
わ
せ
て
、
観
光
地
の
災
害
等
の
非
常
時
の
対
応
能
力
の
強
化
を
図
る
。

■
デ
ジ
タ
ル
サ
イ

ネ
ー
ジ
の
整
備

■
A
I・

チ
ャ
ッ
ト

B
o
tの

整
備

■
多
言
語
音
声

ガ
イ
ド
の
整
備

■
免
税
対
応
端
末

の
整
備

■
非
常
用
電
源
装
置
の
整
備

■
情
報
端
末
へ
の
電
源
供
給

機
器
等
の
整
備

■
Ｖ
Ｒ
機
器

の
整
備

○
ま
ち
な
か
に
お
け
る
多
言
語
観
光
案
内

標
識
の
一
体
的
整
備

■
デ
ザ
イ
ン
を
統
一
し
た

多
言
語
サ
イ
ン
看
板
の
整
備

■
IC
T
を
活
用
し
た
案
内
標

識
の
整
備

○
無
料
エ
リ
ア

W
i-
F
iの
整
備

■
無
料
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

環
境
の
整
備

◯
公
衆
ト
イ
レ
の
洋
式
便
器
の
整
備
及
び
清
潔
等
機
能
向
上

■
洋
式
便
器
の
整
備
及
び
清
潔
等
機
能
向
上

（
光
触
媒
タ
イ
ル
の
活
用
等
）

■
多
言
語
翻
訳
シ
ス
テ
ム
機
器
の
整
備

■
多
言
語
案
内
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の

整
備

■
無
料
公
衆
無
線

L
A
N
環
境
の
整
備

■
施
設
の
整
備
改
良

■
案
内
標
識
の
多
言
語
化

■
洋
式
ト
イ
レ
の
整
備

■
Ｈ
Ｐ
・
コ
ン
テ
ン
ツ
作
成

■
案
内
放
送
の
多
言
語
化

■
掲
示
物
等
の
多
言
語
化

地
域
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
基
づ
い
た
散
策
エ
リ
ア
と
一
体
的
整
備
イ
メ
ー
ジ

■
ま
ち
な
か
の
周
遊
機
能
の
強
化
（
ま
る
ご
と
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
）

■
観
光
地
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
の
外
国
人
観
光
案
内
所
等

の
機
能
の
強
化

◯
情
報
発
信
機
能
の
強
化

◯
訪
日
外
国
人
旅
行
者
へ
の
対
応
力
の
強
化

◯
観
光
案
内
所
等
の
情
報
提
供
基
盤
の
強
化

■
多
言
語
翻
訳
シ
ス
テ
ム
機
器
の
整
備

■
多
言
語
翻
訳
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
整
備

■
先
進
的
な
決
済
環
境
の
整
備

■
免
税
店
電
子
化
対
応
環
境
の
整
備

○
地
域
の
飲
食
店
、
小
売
店
等
に
お
け
る
多
言
語
対
応
・
先
進
的
決
済
環
境
の
整
備

補
助
率

1
0
分
の
８
、
２
分
の
１
、
3
分
の
1

文
化
財
・
国
立
公
園
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
資
源
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
整
備
を
支
援

○
歴
史
的
観
光
資
源
の
高
質
化

○
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
導
入

事
業
主
体

（
１
）
地
方
公
共
団
体

（
２
）
民
間
事
業
者
（
公
共
交
通
事
業
者
等
を
含
む
。
）

（
３
）
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者

（
４
）
協
議
会
等

○
電
線
の
地
中
化
や
軒
下
・
裏
配
線
等
の
無
電
柱
化

主
動
線

副
動
線

集
中
的
整
備
区
域

観
光
案
内
所

観
光
案
内
板

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
端
末
、

多
言
語
対
応
機
器
の
集
中
整
備

公
衆
ト
イ
レ

W
i-
F
i

各
種

誘
導
看
板

地
域
要
件

以
下
を
含
む
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
来
訪
が
特
に
多
い
、
又
は
そ
の
見
込
み
が
あ
る
観

光
地
と
し
て
観
光
庁
が
指
定
す
る
も
の

○
外
国
人
旅
行
者
の
評
価
が
既
に
高
い
観
光
地

○
重
要
な
文
化
財
や
国
立
公
園
が
所
在
す
る
地
域

○
国
際
的
な
イ
ベ
ン
ト
・
会
議
の
開
催
等
に
よ
り
、
外
国
人
旅
行
者
の
来
訪
が
多
く
見

込
ま
れ
る
観
光
地

■
古
民
家
等
の
歴
史
的
資
源
を
活
用
し
た
観
光
ま
ち
づ
く
り

○
古
民
家
等
の
観
光
資
源
化

■
「
道
の
駅
」
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
拠
点
化
モ
デ
ル
事
業

外
国
人
観
光
案
内
所
等
の

整
備
・
改
良
等

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
向
け
の

体
験
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発

空
車
・
満
車
情
報

の
多
言
語
化

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
多
言
語
化

洋
式
便
器
の
整
備
及
び

清
潔
等
機
能
向
上

多
言
語
翻
訳
シ
ス
テ

ム
機
器
等
の
整
備

予
算
額
：3

,0
5
0
百
万
円

等 等

等

◯
非
常
時
の
対
応
能
力
の
強
化

○
レ
ン
タ
カ
ー
を
利
用
し
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
先
進
県
で
あ
る
沖
縄
県
内
の

「道
の
駅
」に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
、
全
国
の
モ
デ
ル
事
業
と
す
べ
く
重
点
的

に
支
援

※
そ
の
他
、
「
道
の
駅
」
の
管
理
者
、
運
営
者
、
観
光
関
係
者
、
「
道

の
駅
」
施
設
内
の
民
間
事
業
者
等
か
ら
な
る
協
議
会
に
よ
り
策
定
さ

れ
る
計
画
の
内
容
を
含
む
。

等

29



施 策 名 公共交通利用環境の革新等 予算額(百万円) 5,500の内数

申 請 先 各地方運輸局等 申請期間 調整中

概 要

地方部への外国人旅行者の誘致の加速化に向け、我が国へのゲートウェイとなる空港・港湾から訪日外国
人旅行者の来訪が特に多い観光地等に至るまでの公共交通機関の利用環境を刷新するため、外国人旅行者
のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fiサービス、トイレの洋式化、キャッシュレス決済対応等の取組
を一気呵成に進め、シームレスで一貫した世界水準の交通サービスを実現する。

対 象 者 公共交通事業者、旅客施設の設置管理者等

対象事業

①多言語対応
②無料Wi-Fiサービス
③トイレの洋式化
④キャッシュレス決済対応
⑤非常時のスマートフォン等の充電環境の確保
⑥大きな荷物を持ったインバウンド旅客のための機能向上
⑦移動そのものを楽しむ取組や新たな観光ニーズへの対応
に要する経費の一部について支援（①～④をセットで整備し、あわせて⑤～⑦を支援可能）

支援内容
補助率
１／２（①～④のうちのいずれかを実施済の場合は、１／３）

備考

連絡先
国土交通省 観光庁 外客受入担当参事官室 TEL: 03-5253-8971
国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通支援課 TEL：03-5253-8396
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公
共
交
通
利
用
環
境
の
革
新
等

⑥
大
き
な
荷
物
を
持
っ
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
旅
客

の
た
め
の
機
能
向
上

■
段
差
解
消
や
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
置
き
場
の
確
保

■
観
光
列
車

■
サ
イ
ク
ル
ト
レ
イ
ン

■
魅
力
あ
る
観
光
バ
ス

⑦
移
動
そ
の
も
の
を
楽
し
む
取
組
や

新
た
な
観
光
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

⑤
非
常
時
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の

充
電
環
境
の
確
保

■
非
常
用
電
源
装
置
・
携
帯
電
話
充
電
設
備
等

（
あ
わ
せ
て
⑤
～
⑦
を
支
援
可
能
）

o
r

o
r

１/
２

（①
～
④
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
実
施
済
の
場
合
は
、
１/
３
）

補
助
率

補
助
対
象
事
業
者

公
共
交
通
事
業
者
、旅
客
施
設
の
設
置
管
理
者
等

①
～
④
を
セ
ッ
ト
で
整
備

空 港 ・ 港 湾

周 遊 地 域

訪 日 外 国 人 旅 行

者 の 来 訪 が 特 に

多 い 観 光 地 等

空 港 ・ 港 湾

ア ク セ ス

長 距 離 移 動

（ 交 通 拠 点 間 ）

二 次 交 通

○
我
が
国
へ
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
な
る
空
港
・港
湾
か
ら
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
来
訪
が
特
に
多
い
観
光
地
等
に
至
る
ま
で
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
環
境
を
刷
新
す
る
た

め
、
外
国
人
旅
行
者
の
ニ
ー
ズ
が
特
に
高
い
多
言
語
対
応
、
無
料

W
i-
F

iサ
ー
ビ
ス
、
ト
イ
レ
の
洋
式
化
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
対
応
等
の
取
り
組
み
を
一
気
呵
成
に
進
め
、

シ
ー
ム
レ
ス
で
一
貫
し
た
世
界
水
準
の
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
。

■
多
言
語
表
記
等

■
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
携
帯
型
翻
訳
機
、

多
言
語
拡
声
装
置
等
の
整
備

■
ス
マ
ー
トフ
ォ
ン
ア
プ
リ
の
活
用
等
に

よ
る
案
内
放
送
の
多
言
語
化

②
無
料
W
i-
Fi
サ
ー
ビ
ス

■
交
通
施
設
や

車
両
等
の
無
料
W
i-F
iの
整
備

■
Q
Rコ
ー
ド
や
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
対
応
、
企
画
乗
車
船

券
の
IC
カ
ー
ド
化

■
企
画
乗
車
船
券

の
発
行

■
全
国
共
通
ＩＣ

カ
ー
ド
の
導
入

③
トイ
レ
の
洋
式
化

■
洋
式
トイ
レ
、

多
機
能
トイ
レ
の
整
備

④
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
対
応

■
レ
ン
タ
カ
ー
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
対
応

■
多
言
語
バ
ス
ロ
ケ
ー
シ
ョン

シ
ス
テ
ム
の
設
置

①
多
言
語
対
応
（事
故
・災
害
時
等
を
含
む
）

※
通
常
は
整
備
が
想
定
さ
れ
な
い
場
合
（
例
：
②
無
料
W
i-
F
iサ
ー
ビ
ス
（
レ
ン
タ
カ
ー
等
）
、
③
ト
イ
レ
の
洋
式
化
（
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
レ
ン
タ
カ
ー
等
）
等
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
除
外
と
す
る
。

※
①
及
び
④
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
１
つ
実
施
。

（Ｌ
Ｒ
Ｔ
シ
ス
テ
ム

の
整
備
）

（イ
ン
バ
ウ
ン
ド

対
応
型
バ
ス
）

（荷
物
置
き
場

の
設
置
）

（イ
ン
バ
ウ
ン
ド

対
応
型
タ
ク
シ
ー
）

（旅
客
施
設
の
段

差
解
消
）

予
算
額
：5

,5
0
0
百
万
円
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施 策 名 商店街活性化・観光消費創出事業 予算額(百万円) ５,０００

申 請 先 中小企業庁経営支援部商業課 申請期間 未定

概 要
商店街を活性化させるため、地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、イン
バウンドや観光といった新たな需要を効果的に取り込む商店街の取組に対して支援する。

対 象 者 商店街組織、商店街組織と民間事業者の連携体

対象事業

（１）インバウンド・観光需要を取り込む環境整備に必要な取組
地域と連携し、専門家の指導を受けて実施する免税対応施設やWi-Fi設備、ゲストハウスの整
備、店舗の多言語対応化といった商店街の環境整備に対して支援。

（２）インバウンド・観光需要を取り込むイベント等の取組
地域と連携し、専門家の指導を受けて実施する地元グルメや食材の活用、茶道や料理等の日本
文化の体験、世界遺産や産業観光と連携したイベント等に対して支援。

（３）専門家派遣事業
商店街が直面する消費ニーズの変化などの構造的な課題に対応し、商店街の魅力を向上させ、
より実効性の高い取組となるよう、取組を実施する商店街に対する専門家派遣を支援。

支援内容

（１）（２）補助率：2/3以内

（３）補助率：10/10（定額）

※補助上限と下限は（１）～（３）の合計額で、上限額2億円、下限額200万円

備考 －

連絡先 中小企業庁 経営支援部 商業課 ０３－３５０１－１９２９
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商
店
街
活
性
化
・
観
光
消
費
創
出
事
業

平
成
3
1
年
度
予
算
案
額
5
0
.0
億
円
（
新
規
）

中
小
企
業
庁

商
業
課

0
3
-3
5
0
1
-1
9
2
9

事
業
の
内
容

条
件
（
対
象
者
、
対
象
行
為
、
補
助
率
等
）

国
商
店
街
組
織
、

商
店
街
組
織
と
民
間
事
業
者
の
連
携
体

事
業
イ
メ
ー
ジ

事
業
目
的
・
概
要


商
店
街
は
多
種
多
様
な
店
舗
が
集
積
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
消
費
者
に
対
し
て
面

的
に
魅
力
を
働
き
か
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
一
方
で
、
地
域
の
需
要
や
消
費
者

ニ
ー
ズ
の
変
化
と
い
っ
た
構
造
的
な
課
題
に
直
面
す
る
な
ど
、
商
店
街
を
と
り
ま
く
経

営
環
境
等
は
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
地
域
と
連
携
し
た
対
応
の
必
要
性
が
増
加
し

て
お
り
ま
す
。


こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
商
店
街
を
活
性
化
さ
せ
、
魅
力
を
創
出
す
る
た
め
に
は
、

近
年
大
き
な
伸
び
を
示
し
て
い
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
や
観
光
等
に
よ
っ
て
、
地
域
外
や
日

常
の
需
要
以
外
か
ら
新
た
な
需
要
を
取
り
込
み
、
地
域
の
来
訪
者
の
増
加
を
促
す

こ
と
で
、
消
費
の
喚
起
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。


こ
の
た
め
、
本
事
業
で
は
、
地
域
と
連
携
し
て
魅
力
的
な
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
環

境
整
備
等
を
行
い
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
や
観
光
と
い
っ
た
新
た
な
需
要
を
効
果
的
に
取

り
込
む
商
店
街
の
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

成
果
目
標


事
業
全
体
と
し
て
、
実
際
に
事
業
を
実
施
し
た
箇
所
に
お
け
る
売
上
の
合
計
の
変

動
が
、
他
の
類
似
の
事
業
者
の
変
動
と
比
較
し
て
、
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
を
目

指
し
ま
す
。

（
１
）
補
助
（
2
/3
以
内
）

（
３
）
補
助
（
1
0
/1
0
定
額
）

（
２
）
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
・
観
光
需
要
を
取
り
込
む
イ
ベ
ン
ト
等
の
取
組

地
域
と
連
携
し
、
専
門
家
の
指
導
を
受
け
て
実
施
す
る
免
税
対
応
施
設
や
W
i-
F
i設
備
、
ゲ
ス

ト
ハ
ウ
ス
の
整
備
、
店
舗
の
多
言
語
対
応
化
と
い
っ
た
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
や
観
光
等
の
新
た
な
需
要

を
効
果
的
に
取
り
込
む
た
め
に
必
要
な
商
店
街
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
、
消
費
の
喚
起
に
つ
な
が

る
実
効
性
の
あ
る
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

（
３
）
専
門
家
派
遣
事
業

商
店
街
が
直
面
す
る
消
費
ニ
ー
ズ
の
変
化
な
ど
の
構
造
的
な
課
題
に
対
応
し
、
商
店
街
の
魅

力
を
向
上
さ
せ
、
よ
り
実
効
性
の
高
い
取
組
と
な
る
よ
う
、
取
組
を
実
施
す
る
商
店
街
に
対
す
る

専
門
家
の
派
遣
を
支
援
し
ま
す
。

（
２
）
補
助
（
2
/3
以
内
）

（
１
）
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
・
観
光
需
要
を
取
り
込
む
環
境
整
備
に
必
要
な
取
組

地
元
食
材
を
活
用
し
た
取
組

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
整
備

免
税
対
応
設
備
を
備
え
た
施
設

観
光
資
源
等
と
連
携
し
た
取
組

※
補
助
金
上
限
額
と
下
限
額
は
、
（
１
）
～
（
３
）
の
合
計
額
で

補
助
金
上
限
額
2
億
円
、
下
限
額
2
0
0
万
円
。

地
域
と
連
携
し
、
専
門
家
の
指
導
を
受
け
て
実
施
す
る
地
元
グ
ル
メ
や
食
材
の
活
用
、
茶
道
や

料
理
等
の
日
本
文
化
の
体
験
、
世
界
遺
産
や
産
業
観
光
と
連
携
し
た
イ
ベ
ン
ト
と
い
っ
た
、
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
や
観
光
等
の
新
た
な
需
要
を
効
果
的
に
取
り
込
む
た
め
に
必
要
な
商
店
街
の
取
組
に
つ
い

て
、
消
費
の
喚
起
に
つ
な
が
る
実
効
性
の
あ
る
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

店
舗
前
の
多
言
語
サ
イ
ン

文
化
の
体
験
イ
ベ
ン
ト
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Ⅱ.ソフト事業
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施 策 名 地域に根ざした木造住宅施工技術体制整備事業 予算額(百万円) ４４７

申 請 先 国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室 申請期間 2019年３月頃

概 要
急激な大工技能者の減少・高齢化に対し、地域における木造住宅施工技術体制を維持・整備し、

地域の優良な住宅ストックを形成するため、民間事業者からなるグループが行う大工技能者育成
のための研修活動を支援する。

対 象 者 民間事業者からなるグループ等（団体・協議会等）

対象事業

○大工技能者の育成のための研修活動

（１）全国的に共通する課題に対応した取組
・リフォームによる地域の住宅の適切な維持・更新に関すること
・被災住宅の応急修理、応急仮設住宅の建築に関すること
・長期優良住宅等、良質な木造住宅の建築に関すること
・その他、特に政策的に対応が必要と認められる取組

（２）生産性向上、地域の気候風土等の取組
・住宅生産における機械化や資材の標準化への対応に関すること
・地場産材や産品の活用、地域に継承される工法への対応に関すること
・労働安全衛生に関すること

支援内容

（１）全国的に共通する課題に対応した取組
補助率：定額

（２）生産性向上、地域の気候風土等の取組
補助率：１／２

備考

連絡先
国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室
TEL：０３-５２５３ｰ８５１２
FAX：０３-５２５３-１６２９
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地
域
に
根
ざ
し
た
木
造
住
宅
施
工
技
術
体
制
整
備
事
業

平
成
31
年
度
予
算
案
：
4.
47
億
円

急
激
な
大
工
技
能
者
の
減
少
・高
齢
化
に
対
し
、
地
域
に
お
け
る
木
造
住
宅
施
工
技
術
体
制
を
維
持
・整
備
し
、
地
域
の
優
良
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
を

形
成
す
る
た
め
、
民
間
事
業
者
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
が
行
う
大
工
技
能
者
育
成
の
た
め
の
研
修
活
動
を
支
援
す
る
。

地
域
に
お
け
る
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
適
切
な
維
持
・更
新
、
地
域
経
済
の
活
性
化
・地
方
創
生
の
推
進

１
．
事
業
内
容
：民
間
事
業
者
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
等
が
行
う

大
工
技
能
者
育
成
の
た
め
の
研
修
活
動

２
．
補
助
事
業
者
：民
間
事
業
者
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
等

（
団
体
・
協
議
会
等
）

※
た
だ
し
、
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
事
業
者
が
手
が
け
た
建
物
の
維
持
・更
新
に
つ
い
て
、

グ
ル
ー
プ
内
で
適
切
に
継
承
で
き
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

３
．
補
助
対
象
：研
修
会
の
運
営
に
必
要
な
経
費

４
．
補

助
率

：右
記
研
修
区
分
①
は
定
額
、
②
は
１
／
２

＜
支
援
対
象
と
す
る
研
修
内
容
＞

区
分

主
な
研
修
内
容

①
全
国
的
に
共
通

す
る
課
題
に
対
応

し
た
取
組

･リ
フ
ォ
ー
ム
等
に
よ
る
地
域
の
住
宅
の
適
切
な
維
持
・更

新
対
応

･被
災
住
宅
応
急
修
理
、
応
急
仮
設
住
宅
供
給
対
応

･長
期
優
良
住
宅
対
応

･そ
の
他
､特

に
政
策
的
に
対
応
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
取
組

②
生
産
性
向
上
又

は
地
域
の
気
候
風

土
対
応
等
の
取
組

･住
宅
生
産
に
お
け
る
機
械
化
、
資
材
の
標
準
化
対
応

･地
場
産
材
・産

品
活
用
、
地
域
に
承
継
さ
れ
る
工
法
対
応

･労
働
安
全
衛
生
管
理
、
多
能
工
育
成

●
木
造
住
宅
供
給
の
担
い
手

●
リ
フ
ォ
ー
ム
相
談
件
数
の
推
移

○
住
宅
ス
ト
ッ
ク
5,
00
0万
戸

の
う
ち
、
木
造
戸
建
住
宅
は

2,
50
0
万
戸
に
達
し
、
ス
ト
ッ

ク
の
約
半
数
を
占
め
る
。

○
在
来
木
造
戸
建
注
文
住

宅
の
約
半
数
は
中
小
の
大

工
・工
務
店
が
供
給
し
て
い

る
状
況
。

○
リ
フ
ォ
ー
ム
相
談
件
数
は

近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
､住

宅
ス
ト
ッ
ク
の
適
正
維
持
･

更
新
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高

ま
っ
て
い
る
。

●
大
工
就
業
者
の
現
状

○
大
工
就
業
者
は
現
在
約
35
万
人
。
こ
の
20
年
で
半
分
以
下
に
減
少
。

○
特
に
30
歳
未
満
の
新
規
入
職
者
が
大
幅
に
減
少
し
、
高
齢
化
率
が
上
昇
。

[千
人
]

[％
]
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施 策 名
地域の文化財の保存及び活用に関する

総合的な計画等策定支援
予算額(百万円) ２５６

申 請 先
文化庁 地域文化創生本部

広域文化観光・まちづくりグループ
申請期間 備考欄参照

概 要
文化財を中核とする観光拠点形成のベースとなる、地域の文化財を総合的に保存・活用するた

めの基本的な計画である「文化財保存活用地域計画」や「文化財保存活用大綱」等の策定・改訂
事業を支援

対 象 者 地方公共団体

対象事業

（１）文化財保存活用大綱作成
地方公共団体が文化財保存活用大綱を作成するために実施する調査、普及啓発等

（２）文化財保存活用地域計画作成
地方公共団体が文化財保存活用地域計画を作成するために実施する調査、普及啓発等

（３）歴史文化基本構想策定
地方公共団体が歴史文化基本構想を策定するために実施する調査、普及啓発等

（４）歴史文化基本構想改訂
地方公共団体が策定した歴史文化基本構想を改訂するために実施する調査、普及啓発等

支援内容

○補助対象事業
上記（１）～（４）を実施するための事業経費（事前把握、調査、作成作業、普及啓発、情報

発信）及び事務経費

○補助金の額
予算の範囲内で定額

○申請方法
申請書類は都道府県教育委員会を経由して提出

備考
事業（２）（３）（４）に係る３１年度事業は１０月２３日募集案内、１２月３日締切。
事業（３）（４）は３０年度に採択した事業のみ対象。
事業（１）に係る３１年度事業の募集時期は未定。

連絡先
文化庁 地域文化創生本部 広域文化観光・まちづくりグループ
TEL：075-330-6735
FAX：075-561-3511
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◆
世
界
文
化
遺
産
活
性
化

（
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
）

世
界
文
化
遺
産
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

等
の
作
成
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
育
成
、
課
題
の
調
査
・

分
析
や
管
理
計
画
の
見
直
し
等
を
支
援

「
世
界
文
化
遺
産
｣
に
登
録
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
情
報
発
信
・
普

及
啓
発
・
人
材
育
成
・
調
査
研
究
等
の
取
組
に
対
し
て
支
援
し
、
世
界
文
化
遺
産

を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
を
推
進
。

◆
地
域
の
文
化
財
活
性
化

地
域
の
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
後
継
者
養

成
等
に
よ
り
、
文
化
財
の
確
実
な
継
承
基

盤
を
整
え
、
総
合
的
な
情
報
発
信
や
普
及

啓
発
等
の
取
組
を
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と

で
地
域
を
活
性
化

（
復
活
し
た
飯
館
村
の
「
飯
樋
の
田
植
踊
」
）

地
方
公
共
団
体
が
、
観
光
等
の
観
点
で
戦
略
的
な
事
業
実
施
計
画
を
策
定
。
当

該
計
画
に
基
づ
き
、
文
化
財
の
保
護
団
体
等
が
行
う
活
用
の
た
め
の
情
報
発
信
・

人
材
育
成
、
普
及
啓
発
等
の
取
組
、
及
び
地
域
の
文
化
財
継
承
の
た
め
の
取
組
を

支
援
。

実
施
計
画
の
進
捗
状
況
の
評
価
に
よ
り
さ
ら
に
効
果
的
な
実
施
を
促
進
。

目
的

事
業
概
要

取
組
内
容

■
各
地
に
所
在
す
る
有
形
・
無
形
の
文
化
芸
術
資
源
を
、
そ
の
価
値
の
適
切
な
継
承
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
地
域
振
興
、
観
光
・
産
業
振

興
等
に
活
用
す
る
た
め
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
文
化
振
興
と
と
も
に
、
地
域
活
性
化
を
推
進
。

地
域
に
お
け
る
文
化
財
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
保
存
と
活
用
を
図
る
た
め
、

都
道
府
県
が
作
成
す
る
「
文
化
財
保
存
活
用
大
綱
」
や
市
町
村
が
作
成
す
る
「
文

化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
」
等
の
作
成
等
事
業
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
小
規
模

の
市
町
村
へ
の
有
識
者
の
派
遣
や
文
化
財
所
有
者
の
相
談
や
文
化
財
調
査
等
を
行

う
「
文
化
財
保
存
活
用
支
援
団
体
」
を
育
成
す
る
た
め
の
研
修
会
等
を
行
う
。

◆
地
域
の
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
等
策
定
支
援

「
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
」
等
の
策

定
等
に
向
け
た
文
化
財
の
総
合
的
把
握
調

査
や
、
有
識
者
会
議
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等

の
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
小
規
模

市
町
村
へ
の
有
識
者
の
派
遣
や
「
文
化
財

保
存
活
用
支
援
団
体
」
に
対
す
る
研
修
会

を
実
施

（
文
化
財
の
総
合
的
把
握
調
査
）

◆
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
活
性
化

「
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
｣
に
登
録
さ
れ
た
地
域
に
対
し
て
、
情
報
発
信
・

普
及
・
保
護
活
動
の
取
組
等
に
つ
い
て
支
援
し
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
を
活

用
し
た
地
域
活
性
化
を
推
進
。

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た

地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
情
報
発

信
・
普
及
・
保
護
活
動
等
の
取
組
を
支
援

（
保
護
活
動
の
様
子
）

2
0
1
9
年
度
予
算
額

(案
) 

  
  
1
,5

6
6
百
万
円

(新
規

)
文
化
財
総
合
活
用
推
進
事
業
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施 策 名
不動産証券化手法を活用した地域振興のための

ネットワークの形成促進
予算額(百万円) ２０

申 請 先 受託事業者（未定） 申請期間 未定（平成31年度）

概 要

不動産の最適活用を通じた地方創生・東京一極集中の是正を推進するためには、小規模不動産特
定共同事業等の不動産証券化手法を活用した先進的事業を地域においても促進していくことが有
効である。しかしながら、特に地方における不動産証券化に関するノウハウは依然として不足し
ていることが課題となっている。このため、新規参入予定者の人材育成に係るセミナー等の開催
や、同制度を始めとする不動産証券化手法の活用のモデルとなる事業を選定・支援し、事例・ノ
ウハウを横展開することを通じて、不動産証券化事業に係る地域の担い手を育成する。

対 象 者 小規模不動産特定共同事業への参入を予定している事業者、クラウドファンディング、ESG、PRE
等を活用した先進事例となりうる事業者及び関係者等

対象事業

（１）小規模不動産特定共同事業に関する新規参入予定者の人材育成に係るセミナー等の開催
○支援対象事業者：小規模不動産特定共同事業への新規参入を検討している

事業者及び関係者

（２）クラウドファンディングを活用するなど地域振興に資する先進事例の形成促進
○支援対象事業：クラウドファンディング、ESG、PRE等を活用した先進事例となりうる

事業者及び関係者

支援内容

（１）小規模不動産特定共同事業に関する新規参入予定者の人材育成に係るセミナー等の開催
○補助額：ー（セミナー等の開催による小規模不動産特定共同事業への理解の促進 等）

（２）クラウドファンディングを活用するなど地域振興に資する先進事例の形成促進
○補助額：ー（不動産証券手法等に係る専門家によるアドバイザリー等の実施 等）

備考

連絡先

国土交通省 TEL：０３－５２５３－８２８９

土地・建設産業局 FAX：０３－５２５３－１５７９

不動産市場整備課 URL：http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000011.html

39

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000011.html


施
策
の
概
要


不
動
産
の
最
適
活
用
を
通
じ
た
地
方
創
生
・
東
京
一
極
集
中
の
是
正
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
等
の
不
動

産
証
券
化
手
法
を
活
用
し
た
先
進
的
事
業
を
地
域
に
お
い
て
も
促
進
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。


し
か
し
な
が
ら
、
特
に
地
方
に
お
け
る
不
動
産
証
券
化
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
は
依
然
と
し
て
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。


こ
の
た
め
、
新
規
参
入
予
定
者
の
人
材
育
成
や
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
を
活
用
し
た
先
進
的
事
業
の
普
及
促
進
に
向
け
た
事
例
集
の
作

成
を
行
う
。

新
規
事
業
者

の
人
材
育
成

小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
普
及
・
登
録
に
向
け
た
人
材
育
成


小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
に
関
す
る
正
し
い
理
解
に
向
け
た
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
（
各
地
域
）


主
務
大
臣
が
指
定
す
る
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
に
関
す
る
実
務
に
つ
い
て
の
講
習
の
開
催

（
※
事
業
者
ご
と
に
必
置
の
業
務
管
理
者
と
な
る
た
め
の
要
件
の
選
択
肢
の
一
つ
）

不
動
産
証
券
化
手
法
を
活
用
し
た

地
域
振
興
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
促
進

業
務
管
理
者

業
務
管
理
者

業
務
管
理
者

（
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
限

定
）

・該
当
者
を
新
た
に
雇
用
す

る
の
は
高
コ
ス
ト
で
、
小
規

模
事
業
者
が
参
入
す
る
に

は
高
い
ハ
ー
ド
ル

講
習
の
受
講

・主
務
大
臣
が
指
定

す
る
講
習
を
実
施

→
内
容
の
質
は
確
保

し
つ
つ
、
従
来
の
も

の
に
加
え
、
業
務

管
理
者
と
な
れ
る

新
た
な
オ
プ
シ
ョ
ン

を
提
示

従
来

H
3
1
年
度


先
進
事
例
の
創
出
に
向
け
た
専
門
家
派
遣

•
H
3
0
年
度
中
に
策
定
予
定
の
「不

動
産
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
踏
ま
え
て
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
活
用
す
る
モ
デ
ル

的
な
事
業
や
、
対
象
不
動
産
変
更
型
を
活
用
す
る
事
業
、
P
R
E
・
所
有
者
不
明
土
地
等
の
遊
休
不
動
産
を
活
用
し
た
先
進
事
例

の
構
築
に
向
け
て
専
門
家
派
遣
を
行
う
と
と
も
に
、
事
例
に
つ
い
て
調
査
・分

析
。


事
例
集
の
作
成

先
進
的

事
業
の
促
進

従
来
の
も
の
に
加
え
、
以
下
を
実
施
。

H
3
1
年
度
予
算
額
：
2
0
百
万
円

継
続

背
景 ・

課
題

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
活
用
す
る
な
ど
地
域
振
興
に
資
す
る
先
進
事
例
の
形
成
促
進

先
進
的
事
例
を
横
展

開
す
る
こ
と
で
、
更
な
る

先
進
的
取
組
を
促
す

セ
ミ
ナ
ー
や
講
習
を

通
じ
て
事
業
者
同
士

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

形
成
も
促
進
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施 策 名 ふるさと移住交流支援プロジェクト 予算額(百万円) ー

申 請 先 ー 申請期間 ー

概 要

▶ 過疎地域等をはじめとする地方圏では、著しい高齢化や人口流出に伴い、地域づくりの担
い手不足の課題に直面しており、ふるさと納税の仕組みを活用して移住交流を推進。

▶ ふるさと納税を活用する事業の内容を具体的に明示して、ふるさと納税を募集することを
通じて、寄附文化の醸成を図る。

▶ 地方団体は、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、事業に共感する方からふ
るさと納税を募り、移住交流促進事業を実施。

▶ 寄附者は移住などに一定の関心を持っている者であると考えられるため、地方団体は、寄
附者を「ふるさと未来投資家」として位置付け、ふるさと納税をきっかけとした継続的なつ
ながりを持つ取組を行うとともに、さらに寄附者をはじめとした移住希望者に対して移住・
定住対策事業を展開。

対 象 者 地方公共団体

対象事業 ふるさと納税をきっかけとした継続的なつながりを通じて行う移住・交流促進事業

支援内容

▶ 移住・定住対策の取組に対する特別交付税措置（平成２７年度～）
対象経費：対象団体において当該地域への移住・定住を推進するために実施される移住希

望者等に対する情報発信、移住体験の実施や受入地域における移住者の受入環境の整備、移
住希望者に対する情報提供・相談対応等や移住者の定住・定着に向けた支援に係る事業に要
する費用

▶ 関係人口創出・拡大事業（平成３０年度～）
ふるさと納税をきっかけとしたふるさと未来投資家との継続的なつながりを持つ取組につ

いては、いわゆる「関係人口」が持つ、「ふるさと」の地域づくりに貢献したいという想い
を継続的に受け止める仕組みの構築に向けたモデル団体への財政支援

備考
ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_koj
in.html

連絡先

総務省

自治税務局 市町村税課 TEL：０３－５２５３－５６６９

地域力創造グループ 地域自立応援課 TEL：０３－５２５３－５３９１
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ふ
る
さ
と
移
住
交
流
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

地
方
団
体

応
援
し
た
い
事
業
を
選
択
し
て
ふ
る
さ
と
納
税

寄
附
者

（例
）・
事
業
報
告
、
広
報
誌
送
付

・ふ
る
さ
と
未
来
投
資
家
の
リ
ス
ト
の
作
成

（
証
書
発
行
、
公
共
施
設
利
用
等
）

・ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
（ふ
る
さ
と
未
来
投
資
家
が

一
堂
に
会
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
意
見
交
換
）へ
の
招
待

寄
附
者
を
は
じ
め
と

し
た
移
住
希
望
者

ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
た
移
住
交
流
促
進
事
業 も
っ
と
応
援

し
た
い

移
住
・
定
住
対
策
の
取
組


過
疎
地
域
等
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
圏
で
は
、
著
し
い
高
齢
化
や
人
口
流
出
に
伴
い
、
地
域
づ
く
り
の
担
い
手
不
足

の
課
題
に
直
面
し
て
お
り
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
を
活
用
し
て
移
住
交
流
を
推
進
。


ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
す
る
事
業
の
内
容
を
具
体
的
に
明
示
し
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
募
集
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
寄

附
文
化
の
醸
成
を
図
る
。


地
方
団
体
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
、
事
業
に
共
感
す
る
方
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税
を

募
り
、
移
住
交
流
促
進
事
業
を
実
施
。


寄
附
者
は
移
住
な
ど
に
一
定
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
地
方
団
体
は
、
寄
附
者
を

「
ふ
る
さ
と
未
来
投
資
家
」
と
し
て
位
置
付
け
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
き
っ
か
け
と
し
た
継
続
的
な
つ
な
が
り
を
持
つ
取
組
を

行
う
と
と
も
に
、
さ
ら
に
寄
附
者
を
は
じ
め
と
し
た
移
住
希
望
者
に
対
し
て
移
住
・
定
住
対
策
事
業
を
展
開
。


総
務
省
は
、
地
方
団
体
の
移
住
・定
住
対
策
の
取
組
に
対
す
る
特
別
交
付
税
措
置
等
に
よ
り
支
援
。

目
的

概
要

（例
）・
空
き
家
や
古
民
家
の
再
生
に
よ
る
移
住

者
向
け
住
宅
等
の
整
備

・新
規
就
業
者
・新
規
就
農
者
の
た
め
の

環
境
整
備

特
別
交
付
税
措
置
（
総
務
省
）

モ
デ
ル
団
体
を
対
象
に
財
政
支
援
（総
務
省
）

（例
）・
情
報
発
信

・移
住
体
験

・就
職
支
援

・住
居
支
援

・移
住
者
等
へ
の
支
援

継
続
的
な
つ
な
が
り
を
持
つ
取
組

イ
メ
ー
ジ
図

（
ふ
る
さ
と
未
来
投
資
家
）
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施 策 名 ふるさと起業家支援プロジェクト 予算額(百万円) ー

申 請 先 ー 申請期間
平成３０年度
事業実施分～

概 要

▶ 地方団体による地域の起業支援を促すとともに、ふるさと納税の仕組みを活用して地域の
外から資金を調達することによって、地域経済の好循環の拡大を図る。

▶ ふるさと納税を活用する事業の内容を具体的に明示して、ふるさと納税を募集することを
通じて、寄附文化の醸成を図る。

▶ 地方団体は、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、地域課題の解決に資する
事業を立ち上げる起業家に対し、事業に共感する方からふるさと納税を募り、補助を行う。

▶ 起業家は、寄附者を「ふるさと未来投資家」として位置付け、支援先の事業に継続して関
心をもってもらうための工夫を行う。具体的には、ふるさと納税の趣旨に沿った範囲内で、
定期的な事業報告を行うほか、自社製品の試供品等の送付、事業所見学への招待、起業が成
功した際の新製品の贈呈等が考えられる。

対 象 者 地方公共団体

対象事業 クラウドファンディング型のふるさと納税を活用した地域における起業支援

支援内容

▶ 起業家への上乗せ補助に対する特別交付税措置
対象経費：ふるさと未来投資家が起業家（事業）を特定してふるさと納税を行う場合に地

方団体がふるさと納税を財源に当該起業家へ補助する金額（以下、「ふるさと納税を財源に
補助する金額」という。）に上乗せして、地方団体が起業家に対して事業立ち上げの初期投
資費用（施設整備費、機械装置費、備品費）を補助する場合における当該補助に要する経費。

ただし、１事業当たりの対象経費の上限は、ふるさと納税を財源に補助する金額を超えな
い範囲とする。

▶ 起業家から提案される事業の審査等に要する経費に対する特別交付税措置
対象経費：クラウドファンディング型のふるさと納税を活用して、事業立ち上げの初期投

資費用について地方団体から補助を受けようとする起業家に係る以下の経費を対象経費とす
る。
・起業家が提案する事業について審査を行う外部有識者への報酬等
・起業家の募集
ただし、地方団体から起業家への補助は、対象経費に含まないこととする。

備考
ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_koj
in.html

連絡先

総務省

自治税務局 市町村税課 TEL：０３－５２５３－５６６９

地域力創造グループ 地域政策課 TEL：０３－５２５３－５５２３
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地
方
団
体

起
業
家

応
援
し
た
い
起
業
家
（事
業
）
を

選
択
し
て
ふ
る
さ
と
納
税

ふ
る
さ
と
納
税
を
財
源
に
補
助

ふ
る
さ
と
起
業
家
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト


地
方
団
体
に
よ
る
地
域
の
起
業
支
援
を
促
す
と
と
も
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
を
活
用
し
て
地
域
の
外
か
ら
資
金

を
調
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
経
済
の
好
循
環
の
拡
大
を
図
る
。


ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
す
る
事
業
の
内
容
を
具
体
的
に
明
示
し
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
募
集
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
寄
附

文
化
の
醸
成
を
図
る
。


地
方
団
体
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
、
地
域
課
題
の
解
決
に
資
す
る
事
業
を
立
ち
上
げ

る
起
業
家
に
対
し
、
事
業
に
共
感
す
る
方
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税
を
募
り
、
補
助
を
行
う
。


起
業
家
は
、
寄
附
者
を
「ふ
る
さ
と
未
来
投
資
家
」と
し
て
位
置
付
け
、
支
援
先
の
事
業
に
継
続
し
て
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
た

め
の
工
夫
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
趣
旨
に
沿
っ
た
範
囲
内
で
、
定
期
的
な
事
業
報
告
を
行
う
ほ
か
、
自
社

製
品
の
試
供
品
等
の
送
付
、
事
業
所
見
学
へ
の
招
待
、
起
業
が
成
功
し
た
際
の
新
製
品
の
贈
呈
等
が
考
え
ら
れ
る
。


総
務
省
は
、
起
業
家
の
事
業
立
ち
上
げ
の
初
期
投
資
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
地
方
団
体
が
ふ
る
さ
と
納
税
を
財

源
に
補
助
す
る
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
で
行
う
補
助
等
に
対
し
て
特
別
交
付
税
措
置
に
よ
り
支
援
。

寄
附
者

（例
）定
期
的
な
事
業
報
告
を
行
う
ほ
か
、
自
社
製
品
の
試
供
品
等
の
送
付
、

事
業
所
見
学
へ
の
招
待
、
起
業
が
成
功
し
た
際
の
新
製
品
の
贈
呈
等

ふ
る
さ
と
納
税
を
財
源
に
補
助
す
る
金
額
を

超
え
な
い
範
囲
で
地
方
団
体
が
上
乗
せ
補
助

目
的

概
要

特
別
交
付
税
措
置
（総
務
省
）

イ
メ
ー
ジ
図

支
援
先
の
事
業
に
継
続
し
て
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫

※
上
記
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
は
、
起
業
家
の
創
意
工
夫
に
委
ね
、
事
業
内
容
の
魅
力
と
と
も
に
競
い
合
っ
て
い
た
だ
く
。

（
ふ
る
さ
と
未
来
投
資
家
）
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施 策 名 地域おこし協力隊クラウドファンディング官民連携事業 予算額(百万円) －

申 請 先 － 申請期間 随時

概 要

地域おこし協力隊員や隊員OB・OG（以下「地域おこし協力隊員等」という。）が地域で起業す
るためのビジネスプランを、「ふるさと納税」を活用した寄附を通じて応援する。

＜参考＞地域おこし協力隊
都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を、地方公
共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブラ
ンドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生
活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る。

対 象 者 地方公共団体

対象事業

○地域おこし協力隊の任期終了後の定住・定着を図るため、地域おこし協力隊員等の起業に
向けた取組を「ふるさと納税」を活用した寄附を通じて支援する事業

事業の実施にあたっては、地域おこし協力隊員等が委嘱を受けている地方公共団体に各自の
ビジネスプランを提案。提案を受けた地方公共団体は、地域活性化や地域課題の解決、継続
的な地域雇用の創出等の観点から、住民の理解が得られるものであるかについて十分に精査
の上、支援するビジネスプランを選定。その後、クラウドファンディング事業者を決定した
上で、資金調達を開始することとなる。

支援内容

○地方公共団体が取り組む「地域おこし協力隊クラウドファンディング官民連携事業」に要す
る経費は、「地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費」（最終年次または任期終
了翌年の起業する者又は事業を引き継ぐ者１人あたり100万円上限）として特別交付税措置によ
り財政支援

備考

連絡先
総務省地域力創造グループ地域自立応援課
ＴＥＬ：０３－５２５３－５３９４
ＦＡＸ：０３－５２５３－５５３７
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○
制
度
概
要
：

都
市

地
域

か
ら

過
疎

地
域

等
の
条
件
不
利
地
域
に
住
民
票
を
移
動

し
、
生

活
の

拠
点

を
移

し
た

者
を

、
地

方
公

共
団

体
が

「地
域

お
こ

し

協
力

隊
員

」と
し

て
委

嘱
。
隊

員
は

、
一

定
期

間
、
地

域
に

居
住

し
て

、
地

域
ブ

ラ
ン

ド
や

地
場

産
品

の
開

発
・販

売
・Ｐ

Ｒ
等

の
地

域
お

こ
し

の
支

援
や

、

農
林

水
産

業
へ

の
従

事
、
住

民
の

生
活

支
援

な
ど
の
「地
域
協
力
活
動
」を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
地
域
へ
の
定
住
・
定
着
を
図
る

取
組

。

○
実
施
主
体
：

地
方

公
共

団
体

○
活
動
期
間
：
概
ね
１
年
以
上
３
年
以
下

○
地
方
財
政
措
置
：

◎
地

域
お

こ
し

協
力

隊
取

組
自

治
体

に
対

し
、
概

ね
次

に
掲

げ
る

経
費

に
つ

い
て

、
特
別
交
付
税
措
置

①
地

域
お

こ
し

協
力

隊
員

の
活

動
に

要
す

る
経

費
：

隊
員

１
人

あ
た

り
4
0
0
万

円
上

限

(報
償

費
等

2
0
0
万

円
〔※

〕
、
そ

の
他

の
経

費
(活

動
旅

費
、
作

業
道

具
等

の
消

耗
品

費
、
関

係
者

間
の

調
整

な
ど
に

要
す

る
事

務
的

な
経

費
、
定

住
に

向
け

た
研

修
等

の
経

費
な

ど
）

2
0
0
万

円
)

※
 平

成
2
7
年

度
か

ら
、
隊

員
の

ス
キ

ル
や

地
理

的
条

件
等

を
考

慮
し

た
上

で
最

大
2
5
0
万

円
ま

で
支

給
可

能
と
す

る
よ

う
弾

力
化

す
る

こ
と
と
し

て
い

る
（

隊
員

１
人

当
た

り
4
0
0
万

円
の

上
限

は
変

更
し

な
い

。
）

②
地

域
お

こ
し

協
力

隊
員

等
の

起
業

・事
業

承
継

に
要

す
る

経
費

：
最

終
年

次
又

は
任

期
終

了
翌

年
の

起
業

す
る

者
又

は
事

業
を

引
き

継
ぐ
者

１
人

あ
た

り
1
0
0
万

円
上

限

③
地

域
お

こ
し

協
力

隊
員

の
募

集
等

に
要

す
る

経
費

：
１

団
体

あ
た

り
2
0
0
万

円
上

限

◎
都

道
府

県
が

実
施

す
る

地
域

お
こ

し
協

力
隊

等
を

対
象

と
す

る
研

修
等

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
普

通
交

付
税

措
置

（
平

成
2
8
年

度
か

ら
）

地
域
お
こ
し
協
力
隊
導
入
の
効
果

～
地
域
お
こ
し
協
力
隊
・
地
域
・
地
方
公
共
団
体
の
「
三
方
よ
し
」
の
取
組
～

地
域
お
こ
し
協
力
隊

地
域

地
方
公
共
団
体

○
自
身
の
才
能
・
能
力
を

活
か
し
た
活
動

○
理
想
と
す
る
暮
ら
し
や

生
き
甲
斐
発
見

○
斬
新
な
視
点

（
ヨ
ソ
モ
ノ
・
ワ
カ
モ
ノ
）

○
協
力
隊
員
の
熱
意
と
行
動
力
が

地
域
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
る

○
行
政
で
は
で
き
な
か
っ
た

柔
軟
な
地
域
お
こ
し
策

○
住
民
が
増
え
る
こ
と
に
よ
る

地
域
の
活
性
化

任
期
終
了
後
、
約
６
割
が

同
じ
地
域
に
定
住

※
H
2
9
.3
末
調
査
時
点

隊
員
の
約
４
割
は

女
性

隊
員
の
約
７
割
が

2
0
歳
代
と
3
0
歳
代

地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
は

隊
員
数
、
取
組
団
体
数
の
推
移

地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
つ
い
て

年
度
2
1
年
度
2
2
年
度
2
3
年
度
2
4
年
度
2
5
年
度

2
6
年
度

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

隊
員
数

8
9
人

2
5
7
人

4
1
3
人

6
1
7
人

9
7
8
人

1
,6
2
9
人

(1
,5
1
1
人
)
2
,7
9
9
人

(2
,6
2
5
人
)
4
,0
9
0
人

(3
,9
7
8
人
)
4
,9
7
6
人

(4
,8
3
0
人
)

団
体
数
3
1
団
体

9
0
団
体
1
4
7
団
体
2
0
7
団
体
3
1
8
団
体

4
4
4
団
体

6
7
3
団
体

8
8
6
団
体

9
9
7
団
体

※
平
成
2
6
年
度
以
降
の
隊
員
数
は
、
名
称
を
統
一
し
た
「
田
舎
で
働
き
隊
(農

林
水
産
省
)」

の
隊
員
数
（
2
6
年
度
：
1
1
8
人
、
2
7
年
度
：
1
7
4
人
、

2
8
年
度
：
1
1
2
人
、
2
9
年
度
：
1
4
6
人
）
と
合
わ
せ
た
も
の
。
カ
ッ
コ
内
は
、
特
別
交
付
税
算
定
ベ
ー
ス
。
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地
域
お
こ
し
協
力
隊
「
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
官
民
連
携
事
業
」

愛
媛
県
西
予
市
：
古
民
家
・
古
店
舗
「
喫
茶
春
名
」
再
生
資
金

調
達
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

• 
目

的
：
猪

骨
ラ

ー
メ

ン
専

門
店

を
開

業
し

獣
害

対
策

＆
新

名
物

誕
生

を
！

• 
目

標
金

額
：
4
,0

0
0,

00
0円

（
最

終
金

額
：
4,

0
00

,0
0
0円

達
成

率
約

1
0
0
%）

• 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
期

間
：
平

成
2
9年

8
月

1
日

～
1
0
月

3
1日

（9
2日

）
• 
支

援
人

数
：
1
6
1名

愛
媛
県
今
治
市
:「
猪
骨
ラ
ー
メ
ン
専
門
店
」
を
開
業

地
方
自
治
体
が
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
活
用
し
た
資
金
調
達
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
利
用
し
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
等
の

起
業
に
必
要
な
資
金
の
調
達
を
支
援
す
る
場
合
に
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
者
へ
の
委
託
料
を
特
別
交
付
税
で
措
置

※
。

※
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
等
の
起
業
に
要
す
る
経
費
（
上
限
：
１
人
あ
た
り
1
0
0万

円
）
中
で
措
置

〔
取

組
事

例
〕

• 
目

的
：
重

要
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
区

に
あ

る
喫

茶
店

を
復

活
さ

せ
、

人
と

人
と

を
繋

げ
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

づ
く
り

• 
目

標
金

額
：
3
,0

0
0,

00
0
円

（
最

終
金

額
：
3,

60
7,

00
1円

達
成

率
約

1
2
0.

2%
）

• 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
期

間
：
平

成
2
8年

4
月

1
1日

～
7
月

3
1
日

（1
1
2日

）
• 
支

援
人

数
：
2
5
3名

地 方 公 共 団 体

協 力 隊 の 起 業

（ 公 益 的 事 業 ）

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
Ｐ

Ｒ
等

寄
附
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
者

情
報

提
供

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
説

明
・
審

査
申

出

情
報

入
力

寄
附

者
の

意
思

を
反

映
し

た
歳

出

公
益

性
の

審
査

･支
援

の
決

定

財
政

支
援

総
務

省

協
力

隊
の

事
業

の
一

覧
性

を
確

保
す

る
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
（
Ｊ
Ｏ

ＩＮ
）

寄
附

金

プ ロ ジ ェ ク ト

の 応 援 者

（
委

託
料

等
）

1
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Ⅲ.その他
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施 策 名 消防用設備等の基準の特例の考え方等の整理・
公表等

予算額(百万円) －

申 請 先 － 申請期間 －

概 要
古民家等を活用した魅力ある観光まちづくりを推進するための、消防用設備等の基準の特例の考え方
等の整理・公表等

対 象 者 古民家等を活用する事業者

対象事業 古民家等を活用する事業者が行う事業全般

支援内容

下記の取組を通じて、古民家等を活用する事業者を支援

（１）古民家を宿泊施設、レストラン等に活用する場合の消防用設備等の基準の適用について、防火
安全性を確保した上で特例の考え方等を整理・公表
・一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上
の基準の特例の適用について（通知）（平成29年3月23日付け消防予第71号）
（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290323_yo71.pdf）

・古民家等に係る消防法施行令第32条の適用事例の情報提供について（平成29年3月23日付け事
務連絡）
（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290323_jimurenraku.pdf）

（２）一定の古民家等活用施設において、簡便な工事で設置可能な消防用設備等が設置可能である旨
の内容をホームページ等で広報
・古民家を利用した施設の消防用設備等に関するリーフレット
（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h28/pdf/leaflet.pdf）

備 考

<必要となる消防用設備等の例>

連絡先
消防庁予防課
TEL:03-5253-7523
FAX:03-5253-7533
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古
民
家
等
に
対
し
消
防
用
設
備
等
の
基
準
の
特
例
を
適
用
し
た
事
例

ス
キ
ー
ム

岳
北
消
防
本
部
（
長
野
県
）
の
誘
導
灯
設
置
免
除
事
例

消
防
本
部

古
民
家
等
を
活
用

す
る
事
業
者

事
前
相
談
な
ど

特
例
の
適
用

建
物
概
要

建
物
構
造

地
上
２
階
建

延
べ
面
積

２
２
０
㎡
（
１
階
１
６
０
㎡

２
階
６
１
㎡
）

用
途

１
階

客
室
、
厨
房
、
浴
室
、
納
戸

２
階

所
有
者
の
居
住
ス
ペ
ー
ス

※
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一
５
項
イ
（
宿
泊
施
設
）
に
該
当

収
容
人
員

７
人

岳
北
消
防
本
部
は
消
防
庁
が
示
し
た
特
例
の
適
用
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
し
誘
導
灯
の
設
置
を
免
除
。

【
特
例
の
適
用
要
件
】

○
客
室
は
１
室
で
あ
り
、
直
接
屋
外
へ
避
難
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
夜
間
に
お
い
て
も
容
易
に
避
難
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

○
施
設
の
周
囲
に
は
避
難
に
支
障
と
な
る
物
が
な
い
こ
と
か
ら
、
安
全
な
場
所
ま
で
容
易
に

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
施
設
の
利
用
者
に
は
、
到
着
時
に
避
難
経
路
、
場
所
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

ま
た
、
有
事
の
際
に
は
施
設
の
管
理
者
が
宿
泊
者
等
を
安
全
な
場
所
ま
で
誘
導
す
る
。

注
）
２
階
は
所
有
者
の
居
住
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
誘
導
灯
の
設
置
を
免
除
。

＜
建
物
の
外
観
＞

消
防
庁

基
準
の
特
例
を
整
理
・
公
表

（平
成
2
6
年
５
月
）
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